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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期
決算年月 平成19年２月平成20年２月平成21年２月平成22年２月平成23年２月

売上高 (千円) 702,103854,7721,034,8991,140,7361,327,779

経常利益 (千円) 208,001252,072252,121247,265245,337

当期純利益 (千円) 124,771147,025146,047146,708113,482

持分法を適用した場合の

投資利益
(千円) － － － － －

資本金 (千円) 186,791186,791186,791186,831186,831

発行済株式総数 (株) 16,364 16,364 16,364 16,370 16,370

純資産額 (千円) 594,166746,238897,5001,045,7481,152,900

総資産額 (千円) 732,032881,7091,059,5951,212,3321,391,435

１株当たり純資産額 (円) 36,309.3645,294.0654,219.0063,166.1070,098.43

１株当たり配当額

（うち１株当たり中間配当額）

(円)

　

－

(－)

－

(－)

－

(－)

－

(－)

－

(－)

１株当たり当期純利益金額 (円) 8,019.258,984.708,924.938,963.676,932.33

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
(円) 7,913.978,911.198,880.978,930.936,907.43

自己資本比率 (％) 81.2 84.1 83.7 85.3 82.5

自己資本利益率 (％) 28.7 22.0 17.9 15.3 10.4

株価収益率 (倍) 53.2 17.0 10.3 9.4 19.3

配当性向 (％) － － － － －

営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 141,906151,268168,299148,960165,348

投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 61,642△23,302△27,272△70,462△115,269

財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 186,236 － － 81 －

現金及び現金同等物の

期末残高
(千円) 548,889676,855817,881896,460946,539

従業員数

(外、平均臨時雇用者数)
(人)

62

(11)

84

(8)

116

(5)

133

(1)

146

(1)

　（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

２．当社は関連会社はありませんので、持分法を適用した場合の投資利益については記載しておりません。

３．当社は配当を行っておりませんので、１株当たり配当額及び配当性向については記載しておりません。

４．従業員数は就業員数であり、臨時雇用者数（パート及び嘱託社員）は、年間平均雇用人員を（外書き）で記

載しております。

５．平成18年７月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。なお、１株当たり当期純利益金額

につきましては、株式分割が期首に行われたものとして算出しております。　
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２【沿革】
年月 事項

平成12年４月 株式会社カレン（東京都世田谷区）からの出資を受け、電子メールを中心としたマーケティング

支援ソフトウェアの開発を目的として、東京都世田谷区に株式会社サハラ設立

平成12年10月メールマーケティング支援プラットフォーム「スパイラル・メッセージングプレース(R)」開発

平成12年12月MBO（注１）により独立し、本社を東京都渋谷区神南一丁目12番15号に移転　

平成13年１月 商号を株式会社パイプドビッツに変更

平成13年２月 ASP（注２）サービス「スパイラル・メッセージングプレース(R)」の提供開始

平成13年４月 「スパイラル・メッセージングプレース(R)」に販売代理店制度を導入

平成13年７月 JIPDEC（一般財団法人日本情報経済社会推進協会）よりプライバシーマークの認証を取得

（注３）

平成13年12月「スパイラル・メッセージングプレース(R)」にSLA（品質保証制度）を導入

平成15年２月 業容拡大に伴い、本社を東京都渋谷区神南一丁目９番７号に移転

平成16年４月 業容拡大に伴い、本社を東京都港区元赤坂一丁目１番７号に移転

平成17年３月 JIPDEC（一般財団法人日本情報経済社会推進協会）よりISMS認証基準(Ver.2.0)（注４）の認証

を取得

 BSI（英国規格協会）よりBS7799:PART2:2002（注５）認証を取得

平成17年９月 大阪市中央区に大阪支店を開設

平成17年12月BSI（英国規格協会）よりISO9001：2000（注６）、BS15000-1:2002（注７）の認証を取得

平成18年12月東京証券取引所マザーズに株式を上場

平成19年１月 BSI（英国規格協会）よりISO/IEC 27001：2005、JIS Q 27001：2006、及びISO/IEC 20000-1：2005

の認証を取得

平成19年５月 BSI（英国規格協会）よりJIS Q 20000-1:2007の認証を取得（注８）

平成20年５月 「スパイラル・メッセージングプレース(R)」がFMMC（財団法人マルチメディア振興センター）

よりASP・SaaS安全・信頼性に係る情報開示認定制度（注９）の認定を取得

平成21年４月

　　

平成22年１月

平成22年２月　　　

平成22年４月　

平成22年12月

　　

　

平成23年１月

　

平成23年３月

平成23年４月　

サービス名称を「スパイラル・メッセージングプレース(R)」から「スパイラル(R)」に変更

（注10）　

株式会社ハイデザインズから、一部事業であるCMS・EC事業を譲り受け

メンタルヘルスコンサルティングの専門企業である株式会社ピースマインドと業務提携

アパレル特化型ECプラットフォーム「スパイラルEC(R)」の提供開始

インターネット広告やインターネットメディアに係る分野への取組として、メディアEC事業を

開始

株式会社シーエー・モバイルとモバイル広告販売における業務提携

戦略コミュニケーションコンサルティングの専門企業であるフライシュマン・ヒラード・ジャパ

ン株式会社と業務提携

株式会社Grasから、一部事業であるアパレルウェブソリューション事業を譲り受け

業容拡大に伴い、本社を東京都港区赤坂二丁目９番11号に移転

（注）１．MBOとは「Management Buyout」の略語で、企業の経営者・従業員が自社の株式や事業部門を買収する、企業

買収の一手法をいいます。

２．ASPとは、Application Service Provider（アプリケーション・サービス・プロバイダ）の略で、インター

ネット経由でアプリケーション・ソフトウェアの利用環境を提供する事業者をいいます。

３．プライバシーマーク制度とは、JIPDEC（一般財団法人日本情報経済社会推進協会）が、経済産業省の個人情

報保護ガイドラインに準拠して個人情報の取扱いを適切に行っている民間事業者に対して、プライバシー

マークの使用を認める制度です。　

４．ISMS認証基準(Ver.2.0)とは、JIPDEC（一般財団法人日本情報経済社会推進協会）が、組織の情報セキュリ

ティ・マネジメントシステムが国際標準規格「ISO/IEC17799」に準じていることを認定する国内の認証基準

です。平成19年１月にISMS認証基準(Ver.2.0)からJIS Q 27001:2006へ移行しております。

５．BS 7799：PART2:2002とは、情報セキュリティ・マネジメント・システムの英国規格です。平成19年１月に

BS 7799：PART2:2002から国際規格であるISO/IEC 27001:2005へ移行しております。

６．ISO9001:2000とは、ISOが制定した商品・サービスの品質に関する一連の国際規格です。平成21年12月に

ISO9001:2000からISO9001:2008へ移行しております。

７．BS 15000-1:2002とは、顧客ニーズに適合したITサービスを実現し、その品質の継続的な改善を実現するた

めの、ITサービス・マネジメントの英国規格です。平成19年１月にBS 15000-1:2002から国際規格である

ISO/IEC 20000-1:2005へ移行しております。

８．JIS Q 20000-1:2007とは、ISO/IEC 20000-1:2005の国内規格です。

EDINET提出書類

株式会社パイプドビッツ(E05653)

有価証券報告書

 3/65



９．ASP・SaaS安全・信頼性に係る情報開示認定制度とは、利用者がASP・SaaSを安心して利用でき、拡大するASP

・SaaS市場に対して、健全な市場形成を図ることを目的として制定されており、総務省が公表した「ASP・

SaaSの安全・信頼性に係る情報開示指針」（平成19年11月27日）に基づくものです。

10．本書における以降の記載につきましては、サービス名称を「スパイラル(R)」と表記しております。

３【事業の内容】

当社は、「明日の豊かな情報生活に貢献する」という経営理念の下、設立以来一貫して、ソフトウェアの企画、開発、

販売、運営、サポートを通じて社会の情報生活の質の向上に貢献して参りました。

当社は、情報資産を管理・運用するためのアプリケーションをASP・SaaS（クラウド）方式で提供する「情報資産

プラットフォーム事業」を行っております。

クライアントは、当社のサービスを利用することにより、顧客リスト等の重要な情報資産を管理すると共に、Webサ

イトや電子メール等による情報配信を通じて情報資産を活用することができます。

　

(情報資産プラットフォーム事業について)　

近年、記憶媒体の技術革新が進み、情報検索や電子商取引など、オンラインサービス上の様々なシーンで大量の情

報が記録されております。これらの記録は統計手法などにより整理され、従前から管理してきた顧客情報等の情報と

あわせて、事業者にとって、経営資源を構成する重要な「情報資産」として認識されております。また、平成17年４月

の個人情報の保護に関する法律の完全施行を機に、個人情報を中心とした「情報資産管理」という経営上の課題が

発生しております。当社は、これら情報資産の安全な管理と価値の最大化が引き続き事業者の重要な課題であり続け

るものと認識しております。

このような中、当社は「情報資産の銀行」というビジョンを掲げ、クライアントの保有する情報資産を安全に管理

・保管するにとどまらず、積極的な運用を支援することで、さらなる価値向上を図り、マーケティング活動等に有効

活用できる情報資産プラットフォーム「スパイラル(R)」をASP・SaaS（クラウド）方式にて提供しております。

　利用者は、インターネットにアクセス出来る環境があれば、アプリケーションソフトウェアのインストールやバー

ジョンアップ、システムのメンテナンスを行うことなく、 いつでも必要なサービスを利用することができます。

　例えば、ホームページ上のメールマガジン・アンケート・資料請求等の各種登録フォームの自動作成や、データ

ベースで管理された情報のWebサイト表示が可能であり、収集した顧客情報をデータベースで管理・分析し、電子

メールの自動配信等で顧客毎の嗜好に合せたアプローチを行えるほか、給与明細書電子化等の従業員情報管理にも

活用することができます。また、管理された顧客情報などの情報資産は集計してグラフで表示したり、デザインや項

目表示の位置など柔軟に加工することができます。

　当社は、これら上記の機能を実現するためのソフトウェアを開発しており、セキュリティ監査会社等による診断を

受けながら、サービスを安全に運用管理するために必要なセキュリティ対策を施しております。ソフトウェアの開発

からプラットフォームの運営、サービスの提供に至るまで、すべてのプロセスを原則として自社で行うことにより、

クライアントの情報資産管理に関するセキュリティ、新機能等に関するニーズに速やかに対応できる体制を敷き、

サービスの安全性と可用性を常に高めるよう努めております。

また、平成22年4月より、衣料やアクセサリーをはじめとするアパレル業界の製造・卸・OEMなどを営む中小規模の

企業に対して、アパレル特化型ECプラットフォーム「スパイラルEC(R)」の提供を開始しております。

「スパイラルEC(R)」は、ブランドメーカーの立場に立ったアパレルソリューションを提供することで、従来より

ECサイトの運営の障壁となっていた、コスト、運営リソース、ノウハウなどの課題の解決を図り、SPAや直販によるブ

ランドECサイトの成功を支援しております。 

平成22年12月より、インターネット広告やインターネットメディアに係る分野への取組として開始した「メディ

アEC事業」は、クライアントのマーケティングやプロモーション活動に貢献できるソリューションを提供すること

を目的としており、クライアントのサービス認知度の向上、Webサイトへの集客、ブランド力向上等のマーケティング

支援としてインターネット広告販売等を行っております。

サービスの概要は、図１のとおりです。
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図１　サービスの概要

　
　　　

（「スパイラル(R)」の仕様上の特徴）

　 (1) メールコンポーネント

PCにも携帯端末にも配信可能であり、対象者別に特定の日時にメール配信できるタイムリー配信等、多様な

機能で効果的なマーケティング活動が実現できます。

   (2) Webコンポーネント

自由度の高い登録フォームで、専門知識無しでもWebページ作成が可能であり、目的に合った多種多様な

フォームを自在に作成できます。

(3) ガジェット

「スパイラル(R)」のサービス上で動作するWebアクセサリーで、「スパイラル(R)」の操作画面から簡単に

作成でき、ユーザーが自身のWebサイト等に貼り付けて利用できます。

(4) API

他サービスと「スパイラル(R)」のデータベースとの連携に対応しており、「認証API」により、全てのWeb

サイトの認証で利用可能です。

(5）スパイラルEC(R)

プラットフォーム「スパイラル(R)」と連携可能なAPIや、Webサイト構築を効果的に実現するCMS機能を有

する仕組みで、専門知識無しでもECサイトを構築することが可能となります。

(6) その他

担当者ごとのID機能、IPアドレス制限、クライアント認証で、セキュアな環境の提供ができます。

　

（「スパイラル(R)」を利用するメリット）

当サービスを利用することにより、クライアントは主に以下のメリットを得ることができます。

(1) 情報管理に必要な物理的インフラ（サーバーやネットワーク回線）整備のコストと手間の削減。

(2) サーバーの購入やソフトウェアのインストールが不要。

(3) 保守・管理やメンテナンスが不要。

(4) データベース等の技術的知識を有するエンジニアが不要。

(5) 複数に分散している情報資産の一元管理による業務の効率化。

(6) 有効活用されていない情報資産の再生利用。

(7) クライアントのニーズにより、様々な利用形態に対応できる汎用性。

(8) 個人情報を含む情報資産管理リスクのアウトソース。　
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（収益構造）

　(1) スパイラル(R)

　「スパイラル(R)」における収入は、初期サービス設定料金と、サービスに係るソフトウェアの使用許諾及び

サービスの保守・管理のための月次利用料金から構成されています。

初期サービス設定料金は、サービス導入時において、操作画面へのIDと認証パスワードの発行、情報資産を格納

するデータベーステーブルの構築、担当者への操作説明を行うことの対価として受領しています。

月次利用料金は、預かりデータベースが使用できるレコード件数に応じて変動する料金体系となっており、レ

コード件数の規模が大きくなるにしたがって、段階的に利用料金が高くなるよう設定しております。

その他、臨時的に発生する収入として、サービス利用中のクライアントの操作等を支援する設定代行作業料金、

クライアントの要求に応じてサービス内容をカスタマイズするカスタマイズ・プログラム構築料金等がありま

す。設定代行作業料金は、例えば新規プロジェクトの立ち上げ時に法人クライアントに代わって操作を代行する

場合等に発生します。カスタマイズ・プログラム構築料金は、基本機能では補えない部分をシステム構築する場

合等に発生します。

「スパイラル(R)」は、初期サービス設定料金が100,000円、及び月次利用料金はレコード件数5,000件で25,000

円が標準の価格体系となっております。

なお最近までの、有効アカウント数（継続利用中の顧客数）の推移は以下の通りであります。　

 （単位：件）

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期　

有効アカウント数 899 1,108 1,362 1,702 2,070

　

　(2) スパイラルEC(R)

「スパイラルEC(R)」における収入は、初期サービス設定料金と、売上手数料の月次利用料金から構成されてい

ます。

初期サービス設定料金は、サービス導入時において、操作画面へのIDと認証パスワードの発行、ECサイト運営を

行うためのデータベース及びシステムの構築、担当者への操作説明を行うことの対価として受領しています。

月次利用料金は、ECサイトの売上総額に応じて売上手数料が変動する料金体系となっており、売上総額が大き

くなるにしたがって、段階的に売上手数料率が低くなるよう設定しております。

　

　(3) メディアEC

「メディアEC」における収入は、主にインターネット広告枠の販売によるものです。

なお、広告販売の売上高については、広告枠の仕入高を売上高から控除する純額で表示（ネット表示）してお

ります。

　 　

４【関係会社の状況】

該当事項はありません。

　

５【従業員の状況】

(1)提出会社の状況

 平成23年２月28日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

   146(1)     29.4    2.9          4,333,594

　（注）１．従業員数は就業員数であり、臨時雇用者数は、年間平均雇用人員を（外書き）で記載しております。

２．当期中において従業員数が13名増加しておりますが、増加の主な理由は事業拡大に伴う採用によるもので

あります。

３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含めております。

　

(2)労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1)業績

当事業年度におけるわが国の経済状況は、企業収益の改善など、景気は持ち直しに向けた動きがみられ、足踏み状

態を脱しつつありますが、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にあります。

　一方、インターネット業界においては、総務省の平成21年「通信利用動向調査」によると、ASP・SaaSを利用して

いる企業の割合は20.0％（対前年比4.5ポイント増）と5社に1社が利用している状況であり、利用企業のうち、効果

があったと回答した企業は78.5％（対前年比4.6ポイント増）と着実に増加しております。

　また、総務省において、地方公共団体が業務システムを低廉かつ効率的に利用できる環境をASP・SaaS形式で提供

する「自治体クラウド」計画が進行するなど、コスト、業務プロセスなどの削減効果が見込めるASP・SaaSの普及促

進が期待されています。

　このような状況の中、当社は「情報資産の銀行」というビジョンを掲げ、ASP・SaaS（クラウド）方式で提供する

情報資産プラットフォーム「スパイラル(R)」のアカウント数の増加に取り組んで参りました。従来の営業組織体

制を、顧客の業種・業態に応じてソリューションを提案する組織体制に変更すると共に、サポート体制の差別化とし

て、操作方法の説明にとどまらず、お客様の情報資産運用を提案する「ユーザーズデスク」を設置したこと等によ

り、新規顧客の獲得や「スパイラル(R)」の継続利用につなげました。

　また、平成22年４月に提供した「スパイラル(R)」の新バージョン1.10.27は、主な新機能として、「認証API」、

「画像型フィールド」等があり、お客様が保有する情報資産の積極的な運用推進が可能となり、従来の情報資産管理

にとどまらず、安全性はそのままに、他社・他システムとの連携による情報資産の価値向上を簡易に実現することが

できるようになりました。

　平成22年９月に提供した「スパイラル(R)」の新バージョン1.10.28は、新機能として、「掲示版」、「ファイル

便」、「ならべて見せようショーケース」があり、コミュニケーション・デザイン機能が大幅に拡充され、お客様が

保有する情報資産の更なる価値向上を図ることができるようになりました。

　さらに、平成22年11月に「スパイラル(R)」の新バージョン1.10.29を提供いたしました。新機能として、「集計

表・グラフ」、「DBオペレーター」、「DKIM」（注）があり、情報をより分かりやすく、より活用しやすくなるだけで

なく、送信ドメイン認証技術「DKIM」は、「スパイラル(R)」で配信するすべてのメールに「DKIM」の電子署名を付

加するようになり、メール送信者のなりすましだけでなく、メール本文の改竄も検知でき、より信頼性の高いメール

を送信できるようになります。

　平成22年12月には、Web制作会社や開発会社を対象とした「スパイラル・デベロッパーズ・プログラム（以下、

SDP）」の販売を開始しました。より良いWebサイトの提供を目指すSDP会員の皆様と「スパイラル(R)」の共生によ

り、Webサイト構築業務の生産性向上やクライアントが有する情報資産の更なる有効活用の促進、SDP会員と「スパイ

ラル(R)」の継続的発展、「スパイラル(R)」の普及による地球環境保全への貢献を目的としています。また、平成22

年12月から平成23年2月まで実施したキャンペーンが、アカウント数の増加に寄与しました。

　これらの結果、「スパイラル(R)」の有効アカウント数は堅調に推移し、平成23年２月28日時点で前期末1,702件よ

り368件増加し、2,070件、売上高は1,277百万円となりました。

　アパレル特化型ECプラットフォーム「スパイラルEC(R)」については、ブランド力向上、人材の育成・増強等に注

力している他、データセンターの移設、多様な決済システムへの対応など開発投資を実施し、積極的な先行投資を行

いながら事業基盤を強化することを優先して参りました。

　この結果、「スパイラルEC(R)」のアカウント数は平成23年２月28日時点で76件、売上高は38百万円となりまし

た。

　なお、平成23年３月１日に、株式会社Grasより、アパレル・ファッションのECサイトに特化した企画・制作・構

築・運営という一連のECサイトオペレーションを総合的に提供する「アパレルウェブソリューション事業」を譲り

受けました。当該事業を譲り受けることで、当社の新規・既存クライアントへのECサイト運営に関する提案の幅が広

がり、これまでより付加価値の高いサービス提供が可能になるだけでなく、当社で既に展開している「スパイラル

EC(R)」との相乗効果によって、EC流通総額の増加を目指して参ります。

　また、平成22年12月よりインターネット広告やインターネットメディアに係る分野への取組として開始した「メ

ディアEC事業」は、クライアントのマーケティングやプロモーション活動に貢献できるソリューションを提供する

ことを目的としており、クライアントのサービス認知度の向上、Webサイトへの集客、ブランド力向上等のマーケティ

ング支援としてインターネット広告販売等を行って参りました。引き続き、他社のWeb媒体への出稿はもちろん、今後

はカテゴリーに特化した自社媒体の構築・運営を行いながら、広告効果と利益率の向上を狙って参ります。

　将来的には、「スパイラル(R)」の機能と、お預かりしている情報資産との連携を進めながら、当社の強みを活か

した、当社独自の高付加価値事業の育成を目指して参ります。
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これらの結果、「メディアEC事業」の取引社数は平成23年２月28日時点で12社、売上高は11百万円となりました。

　なお、当社は、広告販売の売上高については、広告枠の仕入高を売上高から控除する純額で表示（ネット表示）

しており、広告枠の仕入れ控除前の総額で表示（グロス表示）した場合の売上高は30百万円となります。

以上の結果、平成23年２月期の業績につきましては、売上高は1,327百万円（前期比16.4％増）、営業利益は244百

万円（同0.9％減）、経常利益は245百万円（同0.8％減）、当期純利益は113百万円（同22.6％減）となりました。

　

（注）送信ドメイン認証技術「DKIM」とは、「DomainKeys Identified Mail」の略で、メールの送信元を証明

　　　し、本文の改竄を検知する電子署名技術です。なりすましメール撲滅に非常に有効な技術と言われて

　　　おり、米国では、SNSやECなどの送信（事業）者と、ISPやフリーメールなどの受信（事業）者が双方に　

　　　対応し始めことで、堅調に普及が進んでいます。

　

(2)キャッシュ・フロー

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ50百万円増加し、946

百万円となりました。各キャッシュ・フローとそれらの要因は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度における営業活動の結果得られた資金は、165百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益の計

上188百万円、固定資産臨時償却費35百万円、賞与引当金の増加54百万円、法人税等の支払額106百万円によるもので

す。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度における投資活動の結果支出した資金は、115百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得に

よる支出19百万円、無形固定資産の取得による支出36百万円、敷金及び保証金の差入による支出59百万円によるもの

です。　

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度における財務活動の結果得られた資金はありません。

　

２【生産、受注及び販売の状況】

(1)生産実績

当社は、生産活動を行っておりませんので、該当事項はありません。

　

(2)受注状況

当社は、受注生産を行っておりませんので、該当事項はありません。

　

(3)販売実績

当事業年度の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別
当事業年度

（自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日）

前期比（％）

スパイラル(R) （千円） 1,277,476 112.7

スパイラルEC(R) （千円） 38,672 －

メディアEC（千円） 11,071 －

その他（千円） 559 －

合計（千円） 1,327,779 116.4

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当事業年度より新たな事業、「スパイラルEC(R)」及び「メディアEC」を開始しているため、前期比（％）に

つきましては、記載しておりません。　
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３【対処すべき課題】

インターネットを取り巻く事業環境は絶えず変化しており、予期せぬ要因により当社の経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。このような環境において、当社は、以下の項目を今後の課題と位置付け、更なる事業拡大とともに、信

用力の強化を図って参ります。

(1)競合優位性の確保について

昨今、ソフトウェア業界では、従来のSI（システムインテグレーション）型やパッケージ型の提供モデルだけで

なく、サービス型の提供モデルが注目されており、今後、新旧ソフトウェアベンダや新興企業が当社のサービスド

メインに参入する流れが加速する可能性があります。当社では、今後も競合優位性を持続するために、次の取り組

みを実施して参ります。

①潜在市場の開拓によるサービスのシェア拡大

これまで当社は、首都圏及び関西圏における上場企業等を中心に新規獲得を行って参りました。しかしながら中

小企業や地方企業も含めた潜在市場の大きさに対する当社サービスの知名度はまだ低く、普及度合いは十分では

ありません。今後は、顧客層及び販売エリアの普及拡大に努めて参ります。

②商品力の強化

インターネット業界においては常に技術革新が起こっており、機能優位性及び販売価格の競争力を維持するこ

とは容易ではありません。当社は、今後も顧客の声を広く収集すると共に、その要望と仕様を反映することで、既存

サービスの機能改善・追加を継続的に実施し、商品力を強化して参ります。

③技術部門の陣容の強化

当社のサービスは高度な安全性や処理能力などが常に求められますが、それらを実現するための高い技術力を

継続して持ち続けることは容易ではありません。当社は、コア技術を独自開発することを基本方針として、技術部

門の陣容を強化することにより、持続可能な高品質サービスの実現を図って参ります。

④自立的運営体制の充実

当社のサービスでは、販売、サポート及び開発という事業のコア業務を外部に委託することなく、自立的運営体

制を構築・維持し、継続的に強化することが競合優位性を確保する上で重要であると認識しています。当社は引き

続き、ノウハウの蓄積と活用によってコア業務に対する自立的運営体制の充実強化を図って参ります。

⑤マネジメント・システムを活用した組織力の強化

当社は、個人情報保護、情報セキュリティ、品質管理のマネジメント・システムを構築しており、これらが当社の

競合優位性の確保に貢献しているものと認識しております。当社は、これらのマネジメント・システムに関して第

三者機関による認証（注）を取得しております。これからも継続的にマネジメント・システムを改善し、有効活用

することによって、販売、サポート及び開発の各部門を有機的に連携させ、組織力をより一層強化して参ります。

　

(2)人材の確保・育成について

当社は、競合優位性を確保、維持しながら持続的に成長するために、優秀な人材を数多く確保し、育成すること

が重要であると認識しております。したがって当社は、知名度向上策の実施、採用活動、教育、研修の強化を通し

て、人材の確保、育成に努めて参ります。

　

(3)内部管理体制の強化について

当社は、持続的な成長を維持し、企業としての社会的信用を増大していくことが重要であると考えております。

そのために、事業規模の拡大に見合った内部管理体制の強化に努めて参ります。

　

注意事項

（注）第三者機関による認証

当社は、個人情報保護について「プライバシーマーク」（平成13年７月取得、以後継続取得）、情報セキュリティに

ついて「ISO/IEC 27001:2005」及び「JIS Q 27001:2006」（平成17年３月にBS7799：PART2:2002及びISMS

CertificationCriteria(Ver.2.0)を取得、平成19年１月に現認証規格へ移行）、品質管理について「ISO9001:2008」

及び「ISO/IEC20000-1:2005」並びに「JIS Q 20000-1:2007」（平成17年12月にISO9001:2000及びBS15000-1:2002を

取得、平成19年１月にBS15000-1:2002からISO/IEC 20000-1:2005へ移行、平成21年12月にISO9001:2000から

ISO9001:2008へ移行）の認証を取得しております。また、総務省の推進する「ASP・SaaS安全・信頼性に係る情報開示

認定制度」（平成20年５月取得、以後継続取得）の認定を取得しております。
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４【事業等のリスク】

当社の事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項及

びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を以下に記載しております。

当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありま

すが、当社の株式に関する投資判断は、本項及び本報告書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行わ

れる必要があると考えております。

なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、別段の記載がない限り、当事業年度末現在において当社が独自に判断

したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。

また、以下の記載は、当社株式への投資に関連するリスクをすべて網羅するものではありませんので、ご留意くださ

い。

　

(1)事業環境悪化リスク

①特定サービスへの依存によるリスク

当社は、「スパイラル(R)」（以下、「当サービス」という。）の提供を主な事業内容としており、当事業年度におけ

る売上高のほぼすべてが当サービス及び附帯サービスによるものであります。

当サービスは、顧客情報、株主情報、商品・サービス情報、給与情報等個人情報を含むクライアントが保有する重要

な情報資産を安全に登録、保管することができるプラットフォームをASP・SaaS（クラウド）方式で提供するサービ

スです。

また、これらの情報資産を利用した電子メールの配信やアンケートの実施の他、WEB上に設置した登録フォームから

情報を取得し蓄積するなど、単に情報資産を預かるだけでなく、クライアントの情報活用ニーズに応える付加価値の

あるサービスとして提供しております。

当社は、当サービスが法人または個人事業者等に広く普及し、より多く活用されることが、事業規模拡大の基本的な

前提条件であると考えております。

しかしながら、当社が予測しない技術革新、社会情勢の変化、経営判断の誤謬等によって、当サービスが利用されな

い、または当サービスが思うように普及しない場合には、特定サービスへ依存している当社は、業績に影響を受ける可

能性があります。

②技術革新によるリスク

インターネットにおいては絶え間なく技術革新が起こっており、当サービス分野でも新しい技術を利用したシステ

ムが登場し続けています。これら新しいシステムは、従来は不可能であった機能や、より高度な機能を実装したサービ

スとして提供することが可能です。

当社では、常に最新の技術動向へ目を向け、新機能の開発や新サービスの提供に新しい技術等を積極的に導入する

ことにより、当サービスの技術的優位性を維持する努力をしております。

しかしながら、インターネットの技術革新に追随しながら新機能や新サービスを提供し続けるためには、それを可

能にする従業員の確保や育成など、開発体制の強化と維持を欠かすことができず、何らかの要因により当社がそれに

耐えうる開発体制の強化と維持が困難になる場合は、技術的優位性を発揮できなくなり、当社事業及び業績に影響を

与える可能性があります。

③競合との競争激化によるリスク

当サービスの技術的な側面からみた参入障壁は、著しく高いものとは言えず、したがって、資金力、ブランド力を有

する大手企業をはじめとする競合他社が参入し、類似サービスを提供する事業者の増加が予想されます。

この場合、価格競争など市場競争が一層激化することが予想され、当社は、当サービス価格の引き下げを強いられ

る、または市場シェアが低下するなどによって、事業基盤や業績に悪影響を与える可能性があります。

または、全く新しい発想や技術を活用した競合サービスが登場し、かつそれが市場に支持されることにより、当サー

ビスの相対的な優位性が低下した場合、当社の事業及び業績に悪影響を与える可能性があります。

④法令等改定によるリスク

当社は、事業上の特性及び必要性から、電気通信事業者の届出をしており（届出番号A-13-4621）、「電気通信事業

法」の適用を受けております。また、当社を直接規制する、または当サービスを提供する上で深く関与する法律の一例

として、以下のような法律があります。

「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」

「特定商取引に関する法律」

「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」

「個人情報の保護に関する法律」

当社は、以上の法律を遵守するために必要な社内体制の整備、当サービスの利用規約の整備等を行っておりますが、

法律改正等により、当社の整備状況に不足が生じ、または当社が受ける規制や責任の範囲が拡大した場合、その後の当

社事業及び業績に影響を与える可能性があります。
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(2)業績悪化リスク

①SLA（サービスレベルアグリーメント）賠償適用によるリスク

当社は、当サービスの月間の稼働時間（操作画面、登録機能及び配信機能のいずれかの機能が停止せずに稼動した

時間）及び一定時間あたりの電子メールの配信速度等の技術的なサービス提供能力について、クライアントに対して

一定の保証水準を設けており、「スパイラルサービス品質保証制度（SLA）」に定め、あらかじめこれを提示しており

ます。

当社は、SLAに定める保証水準を達成できなかった場合には、SLAの賠償条項に基づき、月次利用料金の範囲内で利用

料金を減額しなければならず、かかる減額が多額になった場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

②知的財産権の侵害によるリスク

当社は、提供しているサービスの名称について商標登録をしております。一方、自社開発のシステムや当社ビジネス

モデルのうち、特許権や実用新案権などの対象となる可能性のあるものについては、技術情報の流出の恐れがある等

の理由から特許権等の申請をしておりません。過去もしくは現時点におきましては、当社が第三者の知的財産権を侵

害したことによる損害賠償等の訴訟が発生している事実はありませんが、今後、当社の事業分野で当社の認識してい

ない特許等が成立した場合又は競業他社が特許等を取得した場合、その内容によっては競争の激化又は当社への損害

賠償やロイヤリティの支払要求、差止請求等が発生し、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。

③システム障害によるリスク

当社は、当サービスをASP・SaaS（クラウド）で提供しているため、当サービスの提供だけでなく、システムの保守

・運営・管理についても、インターネットの通信ネットワークに大きく依存しております。

したがって、以下のようなシステム障害が発生した場合、当サービスの提供が一時的に停止する可能性があり、業績

に影響を与える可能性があります。

(ⅰ)自然災害や事故等によって、インターネットの通信ネットワークが切断された場合。

(ⅱ)当サービスを提供しているサーバーへの急激なアクセスの増加や電力供給の停止等予測不可能な要因によって、

サーバーまたは周辺機器がダウンした場合。

(ⅲ)外部からの不正な手段によるサーバーへのアクセス等によって、コンピュータウィルスに感染するなどサーバー

または周辺機器が正常に機能しない場合。

(ⅳ)その他当社の予測不能な要因または通常の予測範囲を超えるシステムトラブルによって、システムが正常に機能

しない場合。

④災害等によるリスク

当社は、当サービスの安定的な提供を維持するため、当サービス提供に必要なサーバー等の保管を外部のデータセ

ンターに委託しております。

当社は、外部のデータセンターを、地震、落雷、火災等の災害に対して十分な耐性を有すると判断される施設に限定

し、慎重に検討した上で選定しております。

しかしながら、当社の選定したデータセンターは、現状、首都圏に集約されており、当社の想定を超える自然災害等

の発生により、データセンターが壊滅する、またはサーバー等に保存する情報が消失するなど、当サービスの提供維持

が困難な事態が生じた場合は、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。

　

(3)投資失敗リスク

①新規顧客獲得に係る投資によるリスク

当社は、主に取引先候補を訪問して当サービスを案内、提案する直接販売方法を採用しております。

現在、当サービスを利用するクライアントの対象地域は、当社の本社がある首都圏及び大阪支店のある関西地区が

中心となっております。

当社は、引続き首都圏及び関西地区のクライアントを対象として顧客数の拡大をはかってゆきますが、それ以外の

地域にも販売拠点等を展開することにより、顧客基盤を増強してゆく必要があると認識しております。

しかしながら、販売拠点等の展開には、人員の確保、育成や施設の整備など運転資金及び設備投資が必要であり、選

定場所や設置時期の誤謬、または販売拠点における営業成績が思うように進捗しない等の要因により、計画どおりに

事業が進まなかった場合、投下資金を回収できなくなり、当社の業績に影響を与える可能性があります。

②研究開発に係る投資によるリスク

当社では、新機能の開発及び新サービスの提供を目的として、積極的に研究開発活動を実施しております。

しかしながら、予測不能な外部環境の変化により、開発した新機能や新サービスが期待どおりの成果をあげられな

い可能性があり、この場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。

③M&Aや業務提携に係る投資によるリスク

当社は、今後の事業成長や業容拡大にとって有効な手段であると判断した場合には、M&Aや業務提携を積極的に推進

してゆくつもりです。
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M&Aや業務提携の実施に際しては、十分な情報収集と検討を実施しますが、当社の予期し得ない経済情勢、環境変化

等により、当初意図した成果が得られない場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。

　

(4)信用不安リスク

①プログラム不良によるリスク

開発したプログラムの不具合を原因として、システムに動作不良等が発生し、当社の提供するサービスが中断また

は停止する可能性があります。

当社では、システムの開発にあたり、綿密な開発計画の策定からテストの実施まで十分な管理を行っており、可能な

限りこのような事態の発生を未然に防ぐための開発体制の構築に努めております。

さらに当社は、このような事態が発生した場合でも、SLAによる一定の保証水準を設けており、クライアントが安心

して当サービスを利用できる措置を講じております。

しかしながら、このような事態が頻繁に発生した場合には、当サービスに対する信頼性が失われ、当社の事業及び業

績に影響を与える可能性があります。

②法令等違反によるリスク

当社は、継続的に事業活動をしてゆくためには、コンプライアンス体制の構築と維持が不可欠であると認識して

おります。

当社内において、役職員のコンプライアンスに対する意識を向上させるため、内部統制システムの整備及び運用、教

育や業務プロセスをチェックし改善につなげるマネジメントシステムの採用など、より実効的な内部管理体制を構

築、維持する活動を積極的に推進しております。

しかしながら、役職員の故意または過失による法令等違反が発生し、それが当社の管理体制の不備に基づく場合に

は、当社はその責を免れることはできず、当社の信用失墜等により、事業及び業績に影響を与える可能性があります。

③クライアントのサービス利用上の紛争によるリスク

当社は、クライアントが当サービスを利用して作成する電子メール等の表示に、法令の定めに違反する表示または

第三者の権利を侵害する表示等をしてはならない旨を当サービスの利用規約に定めており、これに違反する事実を発

見した場合、当該電子メールの配信停止等の措置をとります。

しかしながら、クライアントが電子メール等に当該利用規約に違反する表示を行った場合、当サービスの社会的信

用が低下する可能性がある他、クライアントと第三者との紛争に当社が巻き込まれ、当社の業績に影響を与える可能

性があります。

④個人情報保護管理の不備によるリスク

当サービス内に格納されたクライアントが保有する個人情報等のデータについては、その閲覧、編集、削除等の一切

の管理をクライアントが自ら行うものとし、当社は、これらの情報資産を安全にかつ効率的に管理するためのプラッ

トフォームをクライアントに提供するのみで、当社が自らクライアントのデータの閲覧、編集、削除等の管理を行うこ

とはありません。

しかしながら、当社は、あらかじめクライアントの同意を得て、その依頼に基づき、一時的にクライアント保有の個

人情報等を預かり、編集等を行うことがあります。

また、当社は、クライアントの担当者情報を自ら保有し、人材採用時には、応募者の個人情報を取得することがある

ため、個人情報取扱事業者に該当し、個人情報の保護に関する法律の適用を受けます。

当社は個人情報の取扱いに関する重要性、危険性を十分に認識し、個人情報の適切な管理を実現するために、個人情

報保護規程を整備しております。

さらに、当社のホームページに個人情報保護方針を公開し、これら規程及び方針に準拠した行動指針やガイドライ

ンを制定するとともに、役職員への教育、研修を通じて、個人情報を適正に管理する体制の構築に注力しております。

なお、当社は、平成13年７月にプライバシーマーク制度（企業の個人情報保護体制がJISQ15001に準拠しているか否

かを一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）が認証する制度）の認証を受けております。

しかしながら、個人情報の収集や管理の過程等において、不測の事態により個人情報の漏洩等が発生した場合、当社

への多額の損害賠償請求やプライバシーマークの認証取消処分または罰金等が課されるなど、当社の事業及び業績に

影響を与える可能性があります。

⑤情報セキュリティ対策の不備によるリスク

当社は、当サービスを提供することで、クライアントが保有する多くの情報資産を安全かつ効率的に管理すること

ができるプラットフォームを提供しております。

また当社も事業運営に必要なさまざまな情報資産を保有しており、情報資産を安全に管理することは、重要な経営

課題として認識し、適切なセキュリティ対策を講じるよう努めております。
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当社では、情報セキュリティマネジメントシステムを整備しており、当社ホームページに情報セキュリティ基本方

針を公開し、当該方針に準拠した行動指針やガイドラインを制定すると共に、教育、研修を通じて、適切な情報セキュ

リティの実現をはかっております。

なお、当社は情報セキュリティマネジメントシステムに関する国際規格であるISO/IEC27001:2005/JISQ27001:2006

（平成17年３月に取得したBS7799-2 及びISMS 認証基準Ver.2.0より平成19年１月に移行取得）の認証を受けており

ます。

しかしながら、当社の予測を超える当サービスのシステムへの不正アクセス、盗難、紛失等により、または情報セ

キュリティ対策の不備により、情報資産の漏洩、紛失、改竄等があった場合、当社への多額の損害賠償請求や認証資格

の取消処分または罰金等が課される可能性があり、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。

⑥財務報告の修正又は開示の遅延によるリスク

当社は、法令及び証券取引所の規則に基づき、有価証券報告書や決算短信等の財務報告を行っております。

当社は、現在のところ、当該財務報告の適正性を確保するために充分な内部管理体制を整備しているものと考えて

おります。

しかしながら、今後の事業拡大や各種法令等の変化等に対して、適切かつ充分な内部管理体制の整備拡充を行うこ

とができなかった場合、財務報告の修正または遅延が生じ、当社の信用及び株価、業績ならびに事業に影響を与える可

能性があります。

　

(5)株価形成リスク

①配当政策によるリスク

当社は、株主への利益還元を経営上の最重要課題の一つと位置付けておりますが、単一のサービスに大きく依存し

た収益基盤であり、また、売上及び利益の規模も小さい現状におきましては、優秀な人材の確保・育成、新機能・新

サービスのための研究開発投資、認知度の向上及び営業強化のための広告宣伝や販売促進の拡大、その他今後の成長

に必要な投資を継続すべきであり、さらに今後の成長を加速する投資機会に対して迅速に対応することが重要である

と考えており、当面は、内部留保の充実を優先し、配当を実施しない方針であります。

しかしながら、当該方針が投資家の支持を得られなかった場合には、当社株価の形成に影響を与える可能性があり

ます。

②新株予約権等行使によるリスク

当社は、株主価値の向上を意識した経営を推進するとともに、当社の業績向上に対する役職員の就業意欲を一層高

めること等を目的として、新株予約権を発行しております。

当社は、今後も役職員に対して新株予約権の付与を行うことを検討しておりますが、これらの新株予約権が行使さ

れた場合、１株当たりの株式価値が希薄化し、当社株価の形成に影響を与える可能性があります。

なお、当該新株予約権等の詳細は、「第４ 提出会社の状況　１ 株式等の状況　（２）新株予約権等の状況」をご参

照ください。
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５【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

　

６【研究開発活動】

(1)研究開発の内容　

当社は、主に既存サービスの機能強化及び新サービスのソフトウェアに関して、以下に掲げる研究開発活動を行っ

ております。

なお、当事業年度における研究開発費の総額は83,329千円となっております。

①既存サービスの機能強化に関する研究開発

既存サービスについて、当事業年度中に以下の機能強化を実施しております。

・セキュリティ性能の向上に関する研究開発。

・処理速度の向上に関する研究開発。

・新機能の追加に関する研究開発。

②次世代サービスのソフトウェアに関する研究開発

次世代サービスについて、主に以下の研究開発を進めております。

・Webサーバーの稼働率向上に関する研究開発。

・コミュニケーションプラットフォームに関する研究開発。

・各種オンラインサービス機能の統合的な利用に関する研究開発。

　

(2)研究開発の成果

当事業年度における研究開発の成果としては、既存サービスについて「スパイラル（R)Ver1.10.27」から「スパ

イラル(R)Ver1.10.29」までのバージョンアップを実施し、主に以下に掲げる新機能を追加いたしました。

  これにより、当事業年度において29,560千円をソフトウェアとして計上しております。

①「認証API」

「スパイラル(R)」のデータベースを他のウェブサイトの認証に利用できる機能です。それにより「スパイラル

(R)」のセキュアなデータベース上に多様なアプリケーションを開発することができます。お客様が自ら保有管

理しているシステムはそのままに、「スパイラル(R)」が持つ多様な機能を使用することができます。

②「画像型フィールド」

「スパイラル(R)」のデータベースに画像を登録でき、社員マスターデータベースに社員の顔写真を登録した

り、不動産情報サイトに物件の写真を表示する等、登録フォームから投稿した画像をウェブ上の一覧画面、詳細

画面へ表現力豊かに表示することができます。　

③「こころの健康診断」

「スパイラル(R)」のオンライン診断ツールで、従業員のストレス状況が把握できるようになるだけでなく、メ

ンタルヘルス不調者は休職に至る前に、カウンセリング等のオプションサービスの利用が可能になります。

④「掲示板」

サービスに対する意見募集やサポート時の問い合わせ管理など、お客様とのやりとりの情報を共有でき、安全性

と使いやすさを両立させたDB連動型掲示板で、目に見えなかったあらゆるコミュニケーションを可視化し、ノウ

ハウとして蓄積できます。

⑤「ファイル便」

データの受け渡しから受け取りまで全て「スパイラル(R)」だけで完結し、安全かつストレスなくデータを取り

扱えます。

⑥「ならべて見せようショーケース」

データベースに格納している画像やテキストデータを並べて表示するアクセサリーで、視覚的にメッセージを

伝えるとともに、知りたい情報をより見やすく、また限られたスペースを有効に活用することで、サイト閲覧者

に対して効果的な訴求を実現することができます。

⑦「集計表・グラフ」

顧客情報や従業員情報、店舗・商品情報やアンケートの回答など、今までDBに眠っていた情報を集計し、多彩な

グラフで表現することで、情報をより分かりやすく、より活用しやすくすることができます。

⑧「DBオペレーター」

DBに格納された顧客情報を外出先から閲覧したり、商談情報を登録することができるiPhoneアプリ（注２）で

す。データの閲覧は、ログイン認証とSSL通信でアクセスが保護されるため、セキュリティを維持しながらのス

ムーズなデータ操作が可能となります。
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⑨「送信ドメイン認証「DKIM」」

「スパイラル(R)」で配信するすべてのメールに「DKIM」の電子署名を付加するようになります。これにより、

メール送信者のなりすましだけでなく、メール本文の改竄も検知できるようになり、より信頼性の高いメールを

送信できるようになります。

　

注意事項

（注１）動的コンテンツとは検索サイトや掲示板のようにリクエストに応じて、部分的または全体的にコンテン

ツを生成するWebコンテンツをいいます。

（注２）iPhoneアプリとは、米国Apple社が開発したiPhone用に作成されたアプリケーションのことで、無料のも

のと有料のものがあり、種類も豊富で、電子書籍、ビジネス、教育、ファイナンス、ニュース、ゲームなど

様々なものがあります。

iPhoneはApple Inc.の登録商標です。iPhone商標は、「アイホン株式会社」のライセンスに基づき使用さ

れています。　

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は以下のとおりであります。なお、文中の将来に関

する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものです。

　

(1)重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に準拠して作成しておりま

す。財務諸表の作成にあたり、当社は期末日における資産及び負債、会計期間における収益及び費用に影響を及ぼす

ような見積りを行う場合があります。これらの見積りについて、当社は過去の実績等を勘案し合理的に判断してお

りますが、見積り根拠となる仮定あるいは条件等の変化により、見積り内容が実際の結果と異なる可能性がありま

す。

なお、当社の財務諸表に影響を及ぼす可能性がある主な見積りとして、以下の会計処理があります。　

①ソフトウェアの会計処理

当社は、開発したソフトウェアのうち、将来に渡って収益獲得または費用削減が見込まれるなど資産性が高いと

判断したソフトウェアについて、開発に要した労務費等の一部を費用計上せず、ソフトウェアとして無形固定資産

に計上しております。当該資産性の判断に際して、当社は可能な限り客観的かつ入念に回収可能性等を評価いたし

ますが、見積り特有の不確実性があるため、当該資産に追加的な損失が発生する可能性があります。

②貸倒引当金

当社は、債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を勘案して回収不能見込額を計上しております。顧客の財務状態が悪化

し、その支払能力が低下した場合、追加引当が必要となる可能性があります。

③賞与引当金

　従業員に対する賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しておりますが、当社の賞与対象期間の業績等

の状況等により、実際の支給額が引当額を超える可能性があります。

④繰延税金資産

当社は、貸借対照表上の資産・負債の計上額と課税所得の計算上の資産・負債との一時差異に関して法定実効税

率を用いて繰延税金資産及び繰延税金負債を計上しております。また、繰延税金資産の回収可能性を評価するに際

しては、将来の課税所得を十分に検討し合理的に見積っておりますが、将来の課税所得が予想を下回った場合は、繰

延税金資産の修正が必要となる可能性があります。

　

(2)当事業年度の財政状態の分析

当事業年度における資産、負債及び純資産の状況は以下のとおりです。

①資産

流動資産は、1,198百万円（前期比124百万円増）となりました。これは主に、売上高の増加に伴う現金及び預金の

増加50百万円、繰延税金資産の増加51百万円によるものです。

固定資産は、192百万円（同54百万円増）となりました。これは主に、事務所移転に伴う差入保証金の増加59百万

円によるものです。

以上の結果、資産は、1,391百万円（同179百万円増）となりました。　
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②負債

流動負債は、238百万円（前期比71百万円増）となりました。これは主に、賞与引当金の増加54百万円、本社移転費

用引当金の増加25百万円によるものです。

以上の結果、負債は、238百万円（同71百万円増）となりました。　

③純資産

純資産は、1,152百万円（前期比107百万円増）となりました。これは主に、利益剰余金の増加113百万円によるも

のです。

　

(3)当事業年度の経営成績の分析

当事業年度における売上及び利益の状況は以下のとおりです。　

①売上の状況

売上高は、1,327百万円(前期比16.4％増)となりました。これは主に、新サービス・新機能による有効アカウント

数の増加と、営業・サポート体制強化による解約率の低下によるものです。なお、期末における有効アカウント数

は、2,070件（同21.6％増）となりました。　

②売上原価の状況

売上原価は、168百万円（前期比6.1％増）となりました。売上原価率は12.7％となり、売上高の増収効果によっ

て、前事業年度の13.9％に対して1.2ポイント低下しております。

なお、売上原価の増加の主な要因は、有効アカウント数の増加及びシステムインフラ強化のためのデータセン

ター利用料等の維持管理費の増加と、スパイラルEC(R)やメディアECのWebサイト制作に係る外注加工費の増加によ

るものです。　

③売上総利益の状況

以上の結果、売上総利益は、1,159百万円（前期比18.1％増）となりました。売上総利益率は87.3％となり、前事業

年度の86.1％に対して1.2ポイント上昇しております。

④販売費及び一般管理費の状況

販売費及び一般管理費は、914百万円（前期比24.4％増）となりました。売上高販管費率は68.9％となり、前事業

年度の64.5％に対して4.4ポイント上昇しております。

なお、販売費及び一般管理費の増加の主な要因は、将来の業容拡大に備えた人材採用による人件費の増加と、イン

バウンド数の拡大を狙ったインターネット広告の実施による広告宣伝費の増加によるものです。

⑤営業利益の状況

以上の結果、営業利益は、244百万円（前期比0.9％減）となりました。営業利益率は18.4％となり、前事業年度の

21.6％に対して3.2ポイント低下しております。

⑥経常利益の状況

経常利益は245百万円（前期比0.8％減）となりました。経常利益率は18.5％となり、前事業年度の21.7％に対し

て3.2ポイント低下しております。

⑦当期純利益の状況

当期純利益は113百万円（前期比22.6％減）となりました。当期純利益率は8.5％となり、前事業年度の12.9％に

対して4.3ポイント低下しております。

　

(4)当事業年度のキャッシュ・フローの分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因については、「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (2）キャッ

シュ・フロー」に記載しております。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当事業年度中において実施いたしました設備投資の総額は58,200千円で、その主なものは本社オフィスの改装工事

5,363千円、本社サーバー設備の取得11,868千円、並びにサービス提供用ソフトウェアの追加機能開発に37,627千円の

投資を実施しております。

　

２【主要な設備の状況】

　当社における主要な設備は、以下のとおりであります。

 平成23年２月28日現在

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額
従業
員数
(人)

建物
（千円）

工具器具備品
（千円）

ソフトウエア及びソ
フトウエア仮勘定
（千円）　

合計
（千円）

本社

(東京都港区)
本社事務所 4,075 14,027 56,608 74,712136

大阪支店

(大阪市中央区)
大阪事務所 275 131 － 407

10

(1)

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　２．本社の建物は賃借しており、年間賃借料は48,816千円であります。

　　　　３．大阪支店の建物は賃借しており、年間賃借料は3,404千円であります。

　　　　４．従業員数は就業員数であり、臨時雇用者数（パート及び嘱託社員）は、年間平均雇用人員を（外書き）で記載し

ております。

３【設備の新設、除却等の計画】

(1)重要な設備の新設等

平成23年２月28日現在　

事業所名

（所在地）　
設備の内容

投資予定額

資金調達方法 着手年月
完了予定年月　

　

完成後の

増加能力

　総額

（百万円）

　

既支払額

（百万円）

　

新本社

（東京都港区）

　

本社移転に伴

う付属設備・

備品等　

36 － 自己資金 平成23年３月　平成23年４月　
生産性の向上　

　

　

(2)重要な設備の除却等

当社は、本社移転（平成23年４月実施）に伴い使用されなくなる固定資産の帳簿価額全額を減額する予定であ

り、当事業年度において、固定資産臨時償却費として35百万円を特別損失に計上しております。　
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

　普通株式 74,600

計 74,600

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成23年２月28日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年５月31日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 16,370 16,370
東京証券取引所

（マザーズ）

当社は単元株制

度は採用してお

りません。

計 16,370 16,370 － －

 

(2)【新株予約権等の状況】

旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況は、次のとおりであります。

①平成17年５月30日定時株主総会決議

 
事業年度末現在
(平成23年２月28日)

提出日の前月末現在
(平成23年４月30日)

新株予約権の数（個） 21（注）５ 21（注）５

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）

（注）１
42（注）５，６ 42（注）５，６

新株予約権の行使時の払込金額（円）

（注）２
13,500（注）６ 同左

新株予約権の行使期間
平成21年５月30日から

平成26年５月29日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 　13,500（注）６

資本組入額　6,750（注）６
同左

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３ 同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）７ 同左

　(注)１.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整いたします。

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の

数について行われ、調整の結果生じる１株の100分の１未満の端数については、これを切り捨てます。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が資本の減少を行う場合等、当該新株予約権に係る付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由

が生じたときは、資本の減少等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を調整し

ます。
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２.当社が当社普通株式につき株式分割（株式無償割当てを含む。）または株式併合を行う場合には、次の算式によ

り行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後
＝

調整前
×

1

行使価額 行使価額 分割・併合の比率

当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（会社法第

194 条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換

される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む）の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ず

る１円未満の端数は切り上げるものといたします。

    
既発行株式数＋

新株発行株式数×新株１株当たり払込金額

調整後
＝

調整前
×

新規発行前の株価

行使価額 行使価額 既発行株式数＋新規発行による増加株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する

自己株式数」に、「新規発行前」を「自己株式の処分前」に、それぞれ読み替えるものとする。さらに、割当日

後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減

少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものといたします。

３.新株予約権の行使の条件等

(1)新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社、当社の連結

子会社、当社の親会社又は当社の親会社の連結子会社の取締役、監査役、執行役又は従業員の地位を保有して

いる場合に限ります。

(2)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができません。

(3)新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要します。

(4)その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予

約権割当契約」に定めるところによります。

４.新株予約権の取得条項

新株予約権者について、次の各号の事由のいずれかが生じたときは、当社は当該事由が生じた日に、当該新株予

約権者からその有する新株予約権全部を無償で取得いたします。当社は当該新株予約権の取得と引き換えに、当

社の株式・社債・新株予約権・新株予約権付社債のいずれも交付しません。

(1)新株予約権者が当社、当社の連結子会社、当社の親会社又は当社の親会社の連結子会社の取締役、監査役、執

行役又は従業員の地位を喪失し、これらのいずれにも該当しなくなったとき。

(2)新株予約権者が死亡したとき。

５.新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じています。

６.平成18年７月１日付をもって株式分割（１：２）を行ったことに伴い新株予約権の目的となる株式の数、払込

金額並びに発行価格及び資本組入額は調整されております。

７.組織再編行為における新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上

を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残

存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法

第236 条第1 項第8 号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下

の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただ

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契

約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

 　　　　(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　　　　　組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の

数をそれぞれ交付するものとする。

 　　　　(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　　　　　　再編対象会社の普通株式とする。

         (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

            組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）１に準じて決定する。
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　　　　 (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

            交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整し

た再編後払込金額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額と

する。

 　　　　(5)新株予約権を行使することができる期間

 　　　　　 上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力

発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することがで

きる期間の満了日までとする。

　　　　 (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

            ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項

に従い算出される資本金等増加限度額の2 分の1の金額とし、計算の結果1 円未満の端数が生じたときは、そ

の、端数を切り上げるものとする。

　　　　　　②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加

限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

　　　　 (7)譲渡による新株予約権の取得の制限

            譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

　　　　 (8)新株予約権の取得条項

            上記（注）４（（注）４の(1)については、「当社」を「再編対象会社」と読み替える）に準じて決定する。

　　　　　　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる

ものとする。

　

会社法第236条、第238条及び第239条に基づく新株予約権の状況は、次のとおりであります。

②平成18年５月29日定時株主総会決議

 
事業年度末現在
(平成23年２月28日)

提出日の前月末現在
(平成23年４月30日)

新株予約権の数（個） 15（注）５ 15（注）５

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１ 30（注）５，６ 30（注）５，６

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）２ 　24,000（注）６ 同左

新株予約権の行使期間
平成22年５月29日から

平成27年５月28日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　24,000（注）６

資本組入額　12,000（注）６
同左

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３ 同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）７ 同左

　(注)１.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整いたします。

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の

数について行われ、調整の結果生じる１株の100分の１未満の端数については、これを切り捨てます。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行い本件新株予約

権が承継される場合、当社は必要と認められる株式の数の調整を行います。
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２.当社が時価を下回る価額による新株の発行を行う場合、または、自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の

場合は除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものといた

します。

    
既発行株式数＋

新株発行株式数×新株１株あたり払込金額

調整後
＝

調整前
×

新規発行前の株価

行使価額 行使価額 既発行株式数＋新規発行による増加株式数

また、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未

満の端数は切り上げるものといたします。

調整後
＝

調整前
×

1

行使価額 行使価額 分割・併合の比率

また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行い本件新株予約

権が承継される場合、当社は必要と認められる行使価額の調整を行います。

３.新株予約権の行使の条件等

(1)新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社、当社の連結

子会社、当社の親会社又は当社の親会社の連結子会社の取締役、監査役、執行役又は従業員の地位を保有して

いる場合に限ります。

(2)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができません。

(3)新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要します。

(4)その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予

約権割当契約」に定めるところによります。

４.新株予約権の取得条項

新株予約権者について、次の各号の事由のいずれかが生じたときは、当社は当該事由が生じた日に、当該新株予

約権者からその有する新株予約権全部を無償で取得いたします。当社は当該新株予約権の取得と引き換えに、当

社の株式・社債・新株予約権・新株予約権付社債のいずれも交付しません。

(1)新株予約権者が当社、当社の連結子会社、当社の親会社又は当社の親会社の連結子会社の取締役、監査役、執

行役又は従業員の地位を喪失し、これらのいずれにも該当しなくなったとき。

(2)新株予約権者が死亡したとき。

５.新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じています。

６.平成18年７月１日付をもって株式分割（１：２）を行ったことに伴い新株予約権の目的となる株式の数、払込

金額並びに発行価格及び資本組入額は調整されております。

７.組織再編行為における新株予約権の取扱い 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上

を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残

存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法

第236 条第1 項第8 号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下

の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただ

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契

約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

 　　　　(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　　　　　組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の

数をそれぞれ交付するものとする。

 　　　　(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　　　　　　再編対象会社の普通株式とする。

         (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

            組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）１に準じて決定する。

　　　　 (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

            交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整し

た再編後払込金額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額と

する。
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 　　　　(5)新株予約権を行使することができる期間

 　　　　　 上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力

発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することがで

きる期間の満了日までとする。

　　　　 (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

            ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項

に従い算出される資本金等増加限度額の2 分の1の金額とし、計算の結果1 円未満の端数が生じたときは、そ

の、端数を切り上げるものとする。

　　　　　　②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加

限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

　　　　 (7)譲渡による新株予約権の取得の制限

            譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

　　　　 (8)新株予約権の取得条項

            上記（注）４（（注）４の(1)については、「当社」を「再編対象会社」と読み替える）に準じて決定する。

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1 株に満たない端数がある場合には、これを切り

捨てるものとする。　

　

会社法第236条、第238条及び第239条に基づく新株予約権の状況は、次のとおりであります。　

④平成20年５月29日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成23年２月28日）
提出日の前月末現在
（平成23年４月30日）

新株予約権の数（個） 50 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―　 ―　

新株予約権の目的となる株式の種類 　普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）

（注）１
50 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円）

（注）２
198,048 同左

新株予約権の行使期間
平成22年７月１日から

平成23年６月30日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

198,048

99,024
同左

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３ 同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５ 同左

（注）１.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整いたします。

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数に

ついて行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２.当社が時価を下回る価額による新株の発行を行う場合、または、自己株式を処分する場合(新株予約権の行使　の

場合は除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものといたし

ます。

    
既発行株式数＋

新株発行株式数×新株１株当たり払込金額

調整後
＝

調整前
×

１株当たりの時価

行使価額 行使価額 既発行株式数＋新規発行による増加株式数
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また、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未

満の端数は切り上げるものといたします。

調整後
＝

調整前
×

1

行使価額 行使価額 分割・併合の比率

３.新株予約権の行使の条件等

(1)新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要します。但し、

特別な理由のある場合はこの限りではありません。

(2)本新株予約権の一部行使はできないものとします。

(3)新株予約権者が法令または当社の諸規則に違反した場合は、新株予約権者は本新株予約権を行使することが

できないものとします。

(4)新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、本新株予約権を行使することができないものとします。

(5)その他の行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新

株予約権割当に関する契約に定めるところによるものとします。

４.新株予約権の取得条項

新株予約権者について、次の各号の事由のいずれかが生じたときは、当社は当該事由が生じた日に、当該新株予

約権者からその有する新株予約権全部を無償で取得いたします。当社は当該新株予約権の取得と引き換えに、当

社の株式・社債・新株予約権・新株予約権付社債のいずれも交付しません。

(1)新株予約権者が当社、当社の取締役もしくは従業員の地位を喪失し、これらのいずれにも該当しなくなった

とき。

(2)新株予約権者が死亡したとき。

５.組織再編行為における新株予約権の取扱い 

　　　　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総

称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存す

る新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第

236 条第1 項第8 号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の

条件に基づきそれぞれ交付することとする。

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただ

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契

約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と

同一の数をそれぞれ交付するものとする。

　　　　(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　　　　　 再編対象会社の普通株式とする。

　　　　(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　　　　　 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）１に準じて決定する。

　　　　(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 　　　　  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再

編後払込金額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とす

る。

　　　　(5)新株予約権を行使することができる期間

　　　　　 上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力

発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することがで

きる期間の満了日までとする。

　　　　(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

　　　　　　①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1 項に従い

算出される資本金等増加限度額の2 分の1の金額とし、計算の結果1 円未満の端数が生じたときは、その端

数を切り上げるものとする。

　　　　　　②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限

度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

　　　　(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

 　　　　　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

 　　　 (8)新株予約権の取得条項

　　　　　 上記（注）４（（注）４の(1)については、「当社」を「再編対象会社」と読み替える）に準じて決定する。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

　

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数（株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成18年７月１日

　（注）１
7,682 15,364 ― 90,191 ― 191

平成18年12月20日

　（注）２
1,000 16,364 96,600 186,79196,791 96,791

  平成21年３月１日～

  平成22年２月28日

  （注）３

6 16,370 40 186,831 40 96,831

　（注）１．同日付で、当社株式を１株につき２株の割合をもって分割したことによるものであります。

２．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）

発行価格　　　193,200円

資本組入額　　 96,600円

払込金総額　　193,200千円

３. 新株予約権の行使（発行価格　13,500円　資本組入額　6,750円）によるものであります。

　

(6)【所有者別状況】

 平成23年２月28日現在

区分

株式の状況
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数

（人）
－ 3 9 4 3 1 610 630

所有株式数

（株）
－ 193 151 5,508 14 1 10,50316,370

所有株式数

の割合

（％）

－ 1.17 0.92 33.64 0.08 0 64.16100.00
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(7)【大株主の状況】

 平成23年２月28日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

 佐谷 宣昭  東京都目黒区 8,120 49.60

 キャピタルズワン有限会社  千葉県市川市鬼高二丁目10番10号 5,480 33.47

 井上 修二  兵庫県神戸市垂水区 183 1.11

 日本証券金融株式会社  東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番10号 167 1.02

 東山 明弘  千葉県市川市 140 0.85

 山田 剛  大阪府東大阪市 124 0.75

 志賀 正規  東京都港区 102 0.62

 奥宮 健太  千葉県柏市 74 0.45

 大和証券株式会社  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 55 0.33

 塚田 昌伸  東京都世田谷区 52 0.31

計 － 14,497 88.55

　

(8)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成23年２月28日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  　16,370 16,370 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 16,370 － －

総株主の議決権 － 16,370 －

 

②【自己株式等】

 平成23年２月28日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －
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(9)【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規

定並びに会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

①旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権

（平成17年５月30日定時株主総会決議）

決議年月日 平成17年５月30日

付与対象者の区分及び人数（名） 従業員8名(注）１

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 42株(注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円）
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

（注）３

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上 

（注）１．付与対象者の区分及び人数は、退職等の理由により権利を喪失した者を除いております。

　２．新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じています。

３．当社が時価を下回る価額による新株の発行を行う場合、または、自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の

場合は除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものといた

します。

    
既発行株式数＋

新株発行株式数×新株１株あたり払込金額

調整後
＝

調整前
×

新規発行前の株価

行使価額 行使価額 既発行株式数＋新規発行による増加株式数

　また、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未

満の端数は切り上げるものといたします。

調整後
＝

調整前
×

1

行使価額 行使価額 分割・併合の比率

  また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行い本件新株予約

権が承継される場合、当社は必要と認められる行使価額の調整を行います。

　

②会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権

 （平成18年５月29日定時株主総会決議）

決議年月日 平成18年５月29日

付与対象者の区分及び人数（名） 従業員15名（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 30株（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円）
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

（注）３

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上 
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（注）１．付与対象者の区分及び人数は、退職等の理由により権利を喪失した者を除いております。

　　２．新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じています。

３．当社が時価を下回る価額による新株の発行を行う場合、または、自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の

場合は除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものといた

します。

    
既発行株式数＋

新株発行株式数×新株１株当たり払込金額

調整後
＝

調整前
×

新規発行前の株価

行使価額 行使価額 既発行株式数＋新規発行による増加株式数

　  また、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未

満の端数は切り上げるものといたします。

調整後
＝

調整前
×

1

行使価額 行使価額 分割・併合の比率

　  また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行い本件新株予約

権が承継される場合、当社は必要と認められる行使価額の調整を行います。

　

（平成20年５月29日定時株主総会決議）

決議年月日 平成20年５月29日

付与対象者の区分及び人数 取締役３名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 50株

新株予約権の行使時の払込金額
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

（注）

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上

（注）当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式に

より行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切上げるものといたします。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１株当たり時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

また、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の

端数は切上げるものといたします。

調整後

行使価格
＝

調整前

行使価格
×

１

分割・併合の比率
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　該当事項はありません。

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】　

該当事項はありません。

　

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

　

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】　

該当事項はありません。

　

３【配当政策】

当社は、株主価値の向上を目指して、将来の業容拡大の為の再投資と株主の皆様への利益還元のバランスを図りな

がら、利益剰余金を処分することを配当政策の基本方針としております。

株主の皆様へ利益還元する際には、自社株買いまたは現金配当を実施いたします。

現金配当の機会は、中間配当と期末配当の年２回であり、それぞれの決定機関は、期末配当については株主総会、中

間配当については取締役会であります。

なお、当社定款に「取締役会の決議によって毎年８月末日を基準日として中間配当をすることができる。」と定め

ております。

当社は、単一のサービスに大きく依存した収益基盤であること、且つ、売上及び収益の規模が未だ小さいことから、

設立以来、将来の業容拡大の為に利益剰余金を再投資することを優先して参りました。

当事業年度におきましても、全ての利益剰余金を内部留保し、優秀な人材の確保・育成、新機能・新サービスのため

の研究開発投資、認知度の向上及び営業強化のための広告宣伝や販売促進の拡大等に充当させて頂き、さらに今後の

事業拡大に係る投資機会への迅速な対応を優先することで、より一層企業価値と業績の向上に努めて参りたいと存じ

ます。

なお、当社は、平成22年12月３日付の「中期経営計画について」で公表しておりますとおり、中期経営計画に示す業

績が順調に達成された場合、平成26年２月期より配当を開始することを予定しております。　

　

４【株価の推移】

(1)【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期
決算年月 平成19年２月 平成20年２月 平成21年２月 平成22年２月 平成23年２月

最高（円） 1,360,000 669,000 243,000 143,500 167,500

最低（円） 398,000 130,000 55,200 68,000 73,000

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

なお、平成18年12月21日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当

事項はありません。

(2)【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成22年９月 10月 11月 12月 平成23年１月 ２月

最高（円） 80,500 80,000 98,900 151,800 167,500 142,200

最低（円） 75,100 73,000 78,000 89,000 108,500 126,500

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
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５【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有
株式数
（株）

代表取締役 社長ＣＥＯ 佐　谷　宣　昭 昭和47年11月12日生

平成12年４月当社設立　代表取締役

平成17年12月当社代表取締役社長ＣＥＯ

（現任）

（注）４ 8,120

取締役 副社長ＣＯＯ 深 井 雄 一 郎昭和49年２月11日生

平成９年４月 エヌ・ティ・ティ・リース株式会

社（現NTTファイナンス株式会

社）入社

平成16年10月株式会社オプト入社

平成18年６月クロスフィニティ株式会社

代表取締役社長

平成18年９月韓 eMFORCE Inc社　非常勤取締役

平成19年８月株式会社リサイクルワン入社

平成20年３月当社入社　執行役員ＣＯＯ

平成20年５月当社取締役ＣＯＯ

平成21年３月当社取締役副社長ＣＯＯ（現任）

　

（注）４ 16

取締役 ＣＦＯ 大　屋　重　幸 昭和45年１月３日生

平成５年４月 株式会社トーメン（現豊田通商株

式会社）入社

平成12年９月ネクスネット株式会社入社

平成14年４月株式会社マクロミル入社

平成14年９月同社常勤監査役

平成18年10月株式会社エー・アイ・ピー入社　

執行役員ＣＦＯ

平成19年８月株式会社リサイクルワン入社　

経営企画室長　

平成20年２月株式会社アトランティス　

取締役ＣＦＯ

平成21年６月当社入社　執行役員ＣＲＯ

平成22年３月

平成22年５月　

当社執行役員ＣＦＯ

当社取締役ＣＦＯ（現任）　

（注）４ 25

取締役 ＣＱＯ 志　賀　正　規 昭和50年９月２日生

平成13年４月当社入社

平成17年５月当社常勤監査役

平成20年５月当社取締役ＣＱＯ（現任）

（注）４ 102

取締役 － 鶴　本　浩　司 昭和38年10月６日生

昭和61年４月日本ヒルトンホテル株式会社

（現東京ヒルトンホテル）入社

昭和63年12月豪 Highstress Plastics社入社

平成３年５月 株式会社リン・コーポレーション

入社

平成６年12月オーストラリア政府観光局入局

平成14年11月株式会社軌道社（現株式会社マー

ケティング・ボイス）設立　

代表取締役（現任）

平成20年２月当社取締役（現任）

（注）４ 17

常勤監査役 － 松　永　　望 昭和21年５月21日生

昭和46年４月大協石油株式会社（現コスモ石油

株式会社）入社

平成９年６月 同社四日市製油所総務担当副所長

平成10年６月同社総務部長

平成12年６月コスモエンジニアリング株式会社

経理部長

平成14年３月同社取締役経理部長

平成16年３月同社常務取締役

平成19年２月当社入社　執行役員経営企画管理

本部長

平成20年３月当社顧問

平成20年５月当社常勤監査役（現任）

（注）５ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有
株式数
（株）

監査役 － 高　橋　兌　治 昭和15年11月22日生

昭和39年４月山一證券株式会社入社

平成４年６月 同社取締役　引受本部副本部長

平成７年６月 太平洋証券株式会社（現三菱ＵＦ

Ｊ証券株式会社）常務取締役引受

本部長

平成９年６月 同社代表取締役専務　市場本部長

平成12年４月つばさ証券株式会社（現三菱ＵＦ

Ｊ証券株式会社）上席執行役員

平成12年９月株式会社レコフ専務理事

平成16年８月株式会社ダイナコム監査役

（現任）

平成18年１月エンゼル証券株式会社顧問 

平成18年５月当社監査役（現任）

平成18年６月グラフテック株式会社監査役

（注）５ －

監査役 － 大　村　　健　 昭和49年４月27日生

平成11年４月弁護士登録（第二東京弁護士会）

平成19年12月株式会社ネオキャリア社外監査役

（現任）

平成22年５月

平成22年８月

　

平成23年１月　

当社監査役（現任）　

株式会社バタフライ社外監査役

（現任）　

フォーサイト総合法律事務所開設

代表パートナー弁護士（現任）　

（注）６ －

計  8,280

（注）１．取締役鶴本浩司は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．監査役高橋兌治及び監査役大村健は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

 ３．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。 

４．平成22年２月期に係る定時株主総会終結の時より平成24年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。

５．平成22年２月期に係る定時株主総会終結の時より平成26年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。

６．平成22年２月期に係る定時株主総会終結の時より平成24年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

①企業統治の体制　

(ⅰ)企業統治に対する基本的な考え方

当社は、企業価値の持続的な増大を図るには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠で

あるとの認識のもと、以下の考え方に基づき、コーポレート・ガバナンス体制の強化、充実に努めております。

イ)株主に対する説明責任を果たすべく、迅速かつ適切な情報開示の実施と経営の透明性の確保を重視いたし

ます。

ロ)変化の速い経営環境に対応して、迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制を構築するとともに、

経営の効率性を担保する経営監視体制の充実を図ります。

ハ)健全な倫理観に基づくコンプライアンス体制を構築し、株主、顧客、役職員等のステークホルダー（利害関

係者）の信頼を得て、事業活動を展開いたします。

　 今後も、会社の成長に応じて、コーポレート・ガバナンス体制を随時見直し、企業価値の最大化を図ることを

目標といたします。

　

(ⅱ)企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由

　

当社は取締役会を設置し、監査役制度を採用しております。当社は、コーポレート・ガバナンスに係る以下の

体制、組織を構築しております。

　

イ）取締役会

取締役会は、常勤取締役４名、非常勤取締役（社外取締役）１名の計５名で構成され、毎月１回開催される

定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

取締役会は、環境等の変化に迅速に対応できる業務執行体制の整備を目的として、業務の執行を担当する

執行役員を選任し、執行役員会を設置しております。取締役会は、執行役員会からの報告を踏まえて経営上の

重要な意思決定を行っております。

なお、当社と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限

定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は金500万円又は法令が定める額

のいずれか高い額としております。
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ロ）執行役員会

執行役員会は、取締役及び執行役員の計８名で構成され、毎月２回以上開催される定時執行役員会に加え、

必要に応じて臨時執行役員会を開催しております。

執行役員会は、取締役会による重要な意思決定に基づいて、代表取締役社長の指揮の下、業務の執行を統括

しております。また、各部門による業務の執行状況の報告及び是正・予防処置の要求に基づいて、議論を行

い、重要な意思決定を要する課題については、取締役会にて決議する体制を敷いております。

ハ）監査役会

監査役会は常勤監査役１名、非常勤監査役（社外監査役）２名で構成されております。

監査役は、定期的な監査役会の開催の他、取締役会、執行役員会等の重要な会議に出席し、十分な情報に基

づいて、会計監査及び業務監査を中心とする経営全般を幅広く監査しております。

また監査法人及び内部監査室との連携を図り、監査の実施状況等について報告及び説明を受け、適宜、意見

交換を行い、監査機能強化に努めております。

なお、当社と社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限

定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は金240万円又は法令が定める額

のいずれか高い額としております。

　

(ⅲ)内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況　

　当社は、会社法及び会社法施行規則に基づく業務の適正を確保するための体制の整備を目的として、平成18年

５月に内部統制システム整備の基本方針を定め、当該方針に従って以下のとおり内部統制システムを整備・運

用しております。

イ）取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

a. コンプライアンス体制に係る規程を整備し、当社の役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動を

とるための行動規範としております。

b. コンプライアンスの徹底を図るために、取締役会は経営管理本部を設置してコンプライアンスの取り組

みを横断的に統括し、同部を中心に役職員教育等を行っております。

c. 取締役会は、他の業務部門から独立した内部監査室を設置しております。内部監査室は、経営管理本部及

び監査役ならびに会計監査人と連携の上、コンプライアンスの状況を監査し、定期的に取締役会に同監査

結果を報告しております。

d. 取締役会は、従業員が法令上疑義のある行為等について直接情報提供を行う手段として内部通報窓口を

設置し、通報者に対する不利益な取扱いを禁止する制度を整備しております。

ロ）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

a. 取締役の職務執行に係る情報は、取締役会が定める文書管理に係る規程に従って文書または電磁的媒体

に記録し、保存しております。

b. 前号の規程により、取締役及び監査役が常時これらの文書または電磁的媒体を閲覧できる環境を整備し

ております。　

ハ）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

a. 取締役会は、当社において発生し得る損失の発生防止に係る措置および発生した損失への対応（以下、

「リスク管理」という。）の統括責任者を代表取締役社長と定めております。

b. 統括責任者は、当社全体のリスクを網羅的・総括的に把握し、リスク管理の全社的推進とリスク管理に必

要な情報の共有化を図るために、CRO を責任者とするリスク管理委員会を設置しております。

c. 内部監査室はリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に取締役会に報告しております。　

ニ）取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

取締役会は、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程及び取締役会規程等の規程を定め、以下の体

制を整備することにより、取締役の職務の執行の効率化を図っております。

a. 職務権限・決裁基準の策定

b. 執行役員を構成員とする執行役員会の設置

c. 取締役会による中期経営計画の策定、予算管理規程に基づく各部門毎の業績目標と予算の設定と、月次・

四半期業績管理の実施

d. 執行役員会及び取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施　

ホ）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならび

に

　　その使用人の取締役からの独立性に関する事項

a. 取締役会は、監査役が監査役業務充実のために、内部監査室所属の社員に対して監査業務に必要な事項を

命令することができる体制を整備しております。
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b. 取締役会は、内部監査室所属の社員が監査役から監査業務に必要な命令を受けた場合に、その命令に関し

て、取締役及び内部監査室長等の指揮命令を受けない体制を整備しております。

ヘ）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

a. 取締役会は、取締役または使用人が、監査役に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項

及び内部監査の実施状況を速やかに報告する体制を整備しております。

b. 取締役会は、内部通報窓口への通報状況及びその内容を速やかに監査役に報告する体制を整備しており

ます。　

ト）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役社長は、監査役との間で定期的な意見交換を行い、監査役監査に必要かつ適切な環境を整備してお

ります。　

チ）反社会的勢力排除のための体制

a. 反社会的勢力による被害の防止のため、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係遮断

に努めております。

b. 取締役会は、反社会的勢力に関する情報収集及び反社会的勢力への対応のため、経営管理本部を設置して

おります。

c. 経営管理本部は、随時関係行政機関や顧問弁護士に相談を行い、助言、指導を受けるとともに、各業務執行

部門の要請に基づく取引先に対する反社会的勢力調査を実施し、反社会的勢力との関係遮断に努めてお

ります。

リ）財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

a. 取締役会は、金融商品取引法及び関連諸法令に従い、財務報告に係る内部統制を整備しております。

b. 取締役会は、前号の内部統制が有効に機能することを継続的に評価するため、CFOを統括責任者とする評

価体制を整備しております。

c. CFOは、評価結果を定期的に取締役会に報告し、必要な是正を行っております。

d. 内部監査室は、財務報告に係る内部統制の状況を監査し、その結果を定期的に取締役会に報告しておりま

す。

ヌ）その他業務の適正を確保するための体制

a. 取締役会は、必要に応じて取締役会の諮問機関として外部専門家をメンバーに含むアドバイザリーボー

ドを設置し、コンプライアンス上の重要な問題、取締役及び使用人の業務執行の適正に関わる重要な問題

ならびに業務執行の適正を確保する方策について付議しております。

b. 取締役会は、アドバイザリーボードの審議結果を踏まえ、これら付議事項について審議・決定しておりま

す。　

　

②内部監査及び監査役監査の状況

(ⅰ)内部監査の状況

当社は、経営組織の整備状況及び業務の実態を把握、検証することを目的として、他の業務部門から独立した

内部監査室を設置しております。内部監査室は、専任の内部監査室員１名で構成されております。

内部監査室は、定期監査または必要に応じて実施する臨時監査により、会計、業務、情報セキュリティ、個人情

報保護、品質マネジメントに関する監査を実施しております。内部監査室は、内部監査の結果を取締役社長及び

監査役に報告し、代表取締役社長からの改善指示を対象部門に示達すると共に、改善策の実施状況について

フォローアップ監査を実施しております。

また、監査役及び会計監査人との間で意見交換を行うことによって、内部監査の効率性、合理性に努めており

ます。

　

(ⅱ)内部監査、監査役（社外監査役を含む。）及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査役は、監査計画に基づき、四半期、期末その他必要に応じ会計監査人から監査結果の報告を聴取する他、会

計監査人に対して業務監査結果等につき報告するなど相互に連携し、監査品質と監査効率の向上を図っており

ます。

　また、内部監査室との間で定期的に連携ミーティングを行い、内部監査業務の実施状況等報告を聴取するほ

か、情報及び意見交換を行うことによって、業務執行の状況を効率的、合理的に把握し、監督の実効性を高めて

おります。
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③社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は取締役５名のうち１名を選任しております。また、社外監査役は監査役３名のうち２名を

選任しております。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業

務執行を客観的に監査することを期待し選任しております。

　

④提出会社の役員の報酬等

(ⅰ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

　役員区分 　報酬等の総額（千円） 　基本報酬（千円）
　対象となる役員の員数

（人）

　社内取締役 　      　　 47,587　       　　46,869　           　 　4

　社外取締役 　     　　   2,279　       　　 2,100　           　 　1

　社内監査役 　     　　   7,320　       　　 7,320　           　 　1

　社外監査役 　      　　  3,600　      　　  3,600　           　 　3

　合計 　     　　  60,787　    　　   59,889　           　 　9

(注)１．取締役に対する報酬等の総額には、株式報酬費用898千円が含まれております。

　　２．社外監査役の支給人員には、平成22年５月28日開催の第10回定時株主総会終結の時をもって辞任し

　　　　た監査役１名を含んでおります。

　

(ⅱ)提出会社の役員ごとの報酬等の総額

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

　

(ⅲ)役員の報酬等の額の決定に関する方針

取締役の報酬については、株主総会の決議による報酬限度額の範囲内で、取締役会にて十分な議論・検討を

行い決定しております。

　

⑤株式の保有状況　

(ⅰ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

　該当事項はありません。　

　

(ⅱ)保有目的が純投資目的以外の目的である上場株式

　該当事項はありません。　

　

(ⅲ)保有目的が純投資目的である投資株式

　該当事項はありません。

　　

⑥会計監査の状況

当社は、会計監査人として、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。

なお、同会計監査人及び当社監査に従事する同会計監査人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係は

ありません。

また、当社と会計監査人は、会社法第426条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定

する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令の限度としております。

・業務を執行した公認会計士の氏名

　　指定有限責任社員　　公認会計士　　渡邉　宣昭

　指定有限責任社員　　公認会計士　　伊藤　俊哉

　指定有限責任社員　　公認会計士　　杉山　正樹

・監査証明業務に係る監査従事者

　　公認会計士　５名、その他　４名　
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⑦取締役の定数

当社の取締役は６名以内とする旨定款に定めております。　

　

⑧取締役の選任の決議

当社は、取締役の選任議案について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。　

　

⑨取締役及び監査役の責任免除について

当社は、会社法第426条第１項の行為に関する取締役（取締役であったものを含む）及び監査役（監査役で

あったものを含む）の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これ

は、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境

を整備することを目的とするものであります。

　

⑩自己株式の取得について

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式の取得をすることができる

旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場

取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

　

⑪中間配当について

当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年８月末日を基準日として、中間配当

を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

　

　

⑫会社法第309条第２項に定める決議　

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めておりま

す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的

とするものであります。　

　

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度 当事業年度
監査証明業務に基づく報酬

（千円）
非監査業務に基づく報酬

（千円）
監査証明業務に基づく報酬

（千円）
非監査業務に基づく報酬

（千円）

24,000 － 22,000 －

②【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。 

④【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針につきましては、当社の規模・特性および監査公認会計

士等の監査日数を勘案し、監査公認会計士等との協議および監査役会の同意を経た上で決定しております。
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第５【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について

　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度（平成21年３月１日から平成22年２月28日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年

度（平成22年３月１日から平成23年２月28日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　
２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度（平成21年３月１日から平成22年２月28日

まで）の財務諸表については、あずさ監査法人により監査を受けております。また、当事業年度（平成22年３月１日か

ら平成23年２月28日まで）の財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

　なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任 あずさ監査法人となっ

ております。　

　
３．連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

　

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

　当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組として、会計基準等の内容を適切に把握し、または会計基

準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、

財務報告の信頼性を確保できるように努めております。
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１【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成22年２月28日)

当事業年度
(平成23年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 896,460 946,539

売掛金 167,326 189,728

仕掛品 1,618 666

前払費用 7,417 10,602

繰延税金資産 4,629 56,010

その他 292 873

貸倒引当金 △3,558 △5,493

流動資産合計 1,074,186 1,198,927

固定資産

有形固定資産

建物 56,920 62,283

減価償却累計額 △18,245 △57,931

建物（純額） 38,674 4,351

工具、器具及び備品 44,786 59,995

減価償却累計額 △33,380 △45,837

工具、器具及び備品（純額） 11,405 14,158

有形固定資産合計 50,079 18,510

無形固定資産

のれん 12,566 9,966

商標権 1,045 1,649

ソフトウエア 18,775 40,626

ソフトウエア仮勘定 11,202 15,982

無形固定資産合計 43,590 68,225

投資その他の資産

差入保証金 43,736 102,904

破産更生債権等 620 1,325

繰延税金資産 739 2,867

貸倒引当金 △620 △1,325

投資その他の資産合計 44,475 105,772

固定資産合計 138,145 192,508

資産合計 1,212,332 1,391,435
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(単位：千円)

前事業年度
(平成22年２月28日)

当事業年度
(平成23年２月28日)

負債の部

流動負債

未払金 23,412 41,341

未払費用 64,774 13,636

未払法人税等 54,973 76,462

未払消費税等 11,437 15,931

前受金 3,092 4,285

預り金 8,893 7,128

賞与引当金 － 54,387

本社移転費用引当金 － 25,293

その他 － 67

流動負債合計 166,583 238,534

負債合計 166,583 238,534

純資産の部

株主資本

資本金 186,831 186,831

資本剰余金

資本準備金 96,831 96,831

資本剰余金合計 96,831 96,831

利益剰余金

その他利益剰余金

プログラム等準備金 10,584 4,286

繰越利益剰余金 739,781 859,562

利益剰余金合計 750,366 863,848

株主資本合計 1,034,029 1,147,511

新株予約権 11,719 5,389

純資産合計 1,045,748 1,152,900

負債純資産合計 1,212,332 1,391,435
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②【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成21年３月１日
　至　平成22年２月28日)

当事業年度
(自　平成22年３月１日
　至　平成23年２月28日)

売上高 1,140,736 1,327,779

売上原価

当期製品製造原価 158,905 168,663

売上原価合計 158,905 168,663

売上総利益 981,830 1,159,116

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 42,796 69,966

役員報酬 42,246 59,889

給料及び手当 292,165 353,125

賞与 74,423 38,315

賞与引当金繰入額 － 40,515

福利厚生費 65,037 78,950

採用費 6,008 20,429

減価償却費 10,144 9,524

賃借料 38,008 42,612

消耗品費 13,606 9,522

支払手数料 20,969 26,843

租税公課 7,307 7,798

貸倒引当金繰入額 635 2,718

研究開発費 ※
 59,004

※1
 83,329

その他 63,011 71,213

販売費及び一般管理費合計 735,364 914,756

営業利益 246,466 244,360

営業外収益

受取利息 330 280

受取手数料 393 601

その他 74 115

営業外収益合計 798 997

営業外費用

売上債権売却損 － 20

営業外費用合計 － 20

経常利益 247,265 245,337

特別利益

新株予約権戻入益 2,628 7,228

特別利益合計 2,628 7,228

特別損失

固定資産除却損 － ※2
 3,286

固定資産臨時償却費 － ※3
 35,169

本社移転費用引当金繰入額 － 25,293

特別損失合計 － 63,749

税引前当期純利益 249,893 188,816

法人税、住民税及び事業税 109,451 128,843

法人税等調整額 △6,266 △53,509

法人税等合計 103,185 75,333

当期純利益 146,708 113,482
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【製造原価明細書】

  
前事業年度

（自　平成21年３月１日
至　平成22年２月28日）

当事業年度
（自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　労務費  174,368 70.8 180,218 63.3
Ⅱ　外注加工費  1,404 0.6 14,648 5.2
Ⅲ　経費 ※１ 70,627 28.7 89,665 31.5
　当期総製造費用  246,400 100.0 284,531 100.0
　期首仕掛品たな卸高  1,848     1,618     

合計  248,249     286,149     
　期末仕掛品たな卸高  1,618     666     
　他勘定振替高 ※２ 87,725     116,820     
　当期製品製造原価  158,905     168,663     

　 原価計算の方法 原価計算の方法

　 個別原価計算による実際原価計算 同左

（注）※１.　主な内訳は、次のとおりであります。

項目
前事業年度

（自　平成21年３月１日
至　平成22年２月28日）

当事業年度
（自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日）

消耗品費（千円） 12,131 8,913
賃借料（千円） 13,898 9,607
維持管理費（千円） 25,810 38,557

※２.　他勘定振替高の内訳は、次のとおりです。

項目
前事業年度

（自　平成21年３月１日
至　平成22年２月28日）

当事業年度
（自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日）

研究開発費（千円） 59,004 83,329

ソフトウェア（千円） 17,518　 21,181　

ソフトウェア仮勘定（千円） 11,202 12,310
　合計（千円） 87,725 116,820
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成21年３月１日
　至　平成22年２月28日)

当事業年度
(自　平成22年３月１日
　至　平成23年２月28日)

株主資本

資本金

前期末残高 186,791 186,831

当期変動額

新株の発行 40 －

当期変動額合計 40 －

当期末残高 186,831 186,831

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 96,791 96,831

当期変動額

新株の発行 40 －

当期変動額合計 40 －

当期末残高 96,831 96,831

利益剰余金

その他利益剰余金

プログラム等準備金

前期末残高 16,882 10,584

当期変動額

プログラム等準備金の取崩 △6,298 △6,298

当期変動額合計 △6,298 △6,298

当期末残高 10,584 4,286

繰越利益剰余金

前期末残高 586,775 739,781

当期変動額

当期純利益 146,708 113,482

プログラム等準備金の取崩 6,298 6,298

当期変動額合計 153,006 119,780

当期末残高 739,781 859,562

利益剰余金合計

前期末残高 603,657 750,366

当期変動額

当期純利益 146,708 113,482

プログラム等準備金の取崩 － －

当期変動額合計 146,708 113,482

当期末残高 750,366 863,848

株主資本合計

前期末残高 887,239 1,034,029

当期変動額

新株の発行 81 －

当期純利益 146,708 113,482

当期変動額合計 146,789 113,482

当期末残高 1,034,029 1,147,511

新株予約権

前期末残高 10,260 11,719

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,459 △6,330

当期変動額合計 1,459 △6,330

当期末残高 11,719 5,389
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(単位：千円)

前事業年度
(自　平成21年３月１日
　至　平成22年２月28日)

当事業年度
(自　平成22年３月１日
　至　平成23年２月28日)

純資産合計

前期末残高 897,500 1,045,748

当期変動額

新株の発行 81 －

当期純利益 146,708 113,482

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,459 △6,330

当期変動額合計 148,248 107,152

当期末残高 1,045,748 1,152,900
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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成21年３月１日
　至　平成22年２月28日)

当事業年度
(自　平成22年３月１日
　至　平成23年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 249,893 188,816

減価償却費 18,627 27,497

貸倒引当金の増減額（△は減少） 635 2,640

賞与引当金の増減額（△は減少） － 54,387

受取利息及び受取配当金 △330 △280

固定資産除却損 － 3,286

固定資産臨時償却費 － 35,169

本社移転費用引当金の増加額（△は減少額） － 25,293

売上債権の増減額（△は増加） △21,917 △22,401

たな卸資産の増減額（△は増加） 230 952

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,773 4,493

その他 24,941 △48,101

小計 266,306 271,753

利息及び配当金の受取額 330 280

法人税等の支払額 △117,677 △106,685

営業活動によるキャッシュ・フロー 148,960 165,348

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △28,072 △19,997

無形固定資産の取得による支出 △29,385 △36,103

事業譲受による支出 ※2
 △13,000 －

敷金及び保証金の差入による支出 △165 △59,246

敷金及び保証金の回収による収入 160 77

投資活動によるキャッシュ・フロー △70,462 △115,269

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストックオプションの行使による収入 81 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 81 －

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 78,578 50,079

現金及び現金同等物の期首残高 817,881 896,460

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 896,460

※1
 946,539
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【重要な会計方針】

項目
前事業年度

（自　平成21年３月１日
至　平成22年２月28日）

当事業年度
（自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日）

１．たな卸資産の評価基

準及び評価方法

仕掛品

  個別法による原価法(貸借対照表価額につ

いては収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法)を採用しております。

(会計方針の変更)

　仕掛品については、従来、個別法による原価

法によっておりましたが、当事業年度より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業

会計基準第９号  平成18年７月５日）が適用

されたことに伴い、個別法による原価法（貸

借対照表価額については、収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定しており

ます。

  これによる損益に与える影響はありませ

ん。

仕掛品

個別法による原価法(貸借対照表価額につ

いては収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法)を採用しております。

　

２．固定資産の減価償却

の方法

(１)有形固定資産（リース資産を除く）

　　定率法を採用しております。

　　なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。

　　建物　　　　　　８～15年

　　工具器具備品　　４～10年

(１)有形固定資産（リース資産を除く）

同左

 (２)無形固定資産（リース資産を除く）

　　定額法を採用しております。

　　なお、自社利用のソフトウェアについては

社内における利用可能期間（最長５年）に

おける定額法によっております。また、のれ

んについては５年間の定額法によっており

ます。

(２)無形固定資産（リース資産を除く）

同左

 (３)リース資産

　　リース期間を耐用年数とし、残存価格を零

とする定額法を採用しております。

　　なお、所有権移転外ファイナンス・リース

取引のうち、リース取引開始日が平成21年

２月28日以前のリース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。　

(３)リース資産

同左　
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項目
前事業年度

（自　平成21年３月１日
至　平成22年２月28日）

当事業年度
（自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日）

３．引当金の計上基準 貸倒引当金

　債権等の貸倒れによる損失に備えるため一

般債権については貸倒実績率による計算額

を、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案して回収不能見込額を

計上しております。

―――――――

　

　

―――――――

(１)貸倒引当金

同左

　

　

　

　

(２)賞与引当金

従業員に対する賞与支給に充てるため、

支給見込額に基づき計上しております。

(３)本社移転費用引当金

本社の移転に伴い発生する損失に備え

るため、原状回復費用及びその他移転関連

費用の見込額を計上しております。

４．キャッシュ・フロー

計算書における資金

の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から３か月

以内に償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。

同左

５．その他財務諸表作成

のための基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

【会計処理方法の変更】

前事業年度
（自　平成21年３月１日
至　平成22年２月28日） 

当事業年度
（自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日）

（リース取引に関する会計基準） 

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会会計

制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常の

売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の

賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しておりま

す。

　また、この変更に伴う影響はありません。 

―――――――
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【注記事項】

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成21年３月１日
至　平成22年２月28日）

当事業年度
（自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日）

※研究開発費の総額 ※１．研究開発費の総額

　　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 　　　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

一般管理費 59,004千円 一般管理費 83,329千円

※２．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

ソフトウェア仮勘定 3,286千円

※３．固定資産臨時償却費は、計画している本社の移転に

伴い、現本社における建物等の臨時償却を行ったも

のであり、内容は以下のとおりであります。

建物 32,232千円

工具・器具及び備品　 2,936千円

固定資産臨時償却費合計額　 35,169千円

　

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成21年３月１日　至　平成22年２月28日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式 　 　 　 　

普通株式 16,364 6     ― 16,370

合計 16,364 6 ― 16,370

 （注）普通株式の増加は新株予約権の権利行使に伴う新株の発行による増加であります。

　　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当事業年度
末残高
（千円）

前事業
年度末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

ストック・オプションとして

の新株予約権
― ― ― ― ―　 11,719 

合計  ― ― ― ― 11,719 

３．配当に関する事項

該当事項はありません。
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当事業年度（自　平成22年３月１日　至　平成23年２月28日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式 　 　 　 　

普通株式 16,370 － － 16,370

合計 16,370 － － 16,370

　　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当事業年度
末残高
（千円）

前事業
年度末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － 5,389 

合計  － － － － 5,389 

３．配当に関する事項

該当事項はありません。

　

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成21年３月１日
至　平成22年２月28日）

当事業年度
（自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

（平成22年２月28日現在） （平成23年２月28日現在）

 (千円)

現金及び預金勘定 896,460

現金及び現金同等物 896,460

　

※２．事業の譲受けにより増加した資産及び負債

　平成22年１月１日付けでCMS・EC事業の譲受けをい

たしました。当該事業の取得価額である13,000千円

と同額をのれんとして資産に計上いたしました。

 (千円)

現金及び預金勘定 946,539

現金及び現金同等物 946,539

　

　２．　　　　　　　　―――――――

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成21年３月１日
至　平成22年２月28日）

当事業年度
（自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日）

　リース取引については、いずれも事業内容に照らして重要

性が乏しく、また、リース契約１件当たりの金額が少額なた

め、記載を省略しております。　

同左　
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（金融商品関係）

当事業年度（自　平成22年３月１日　至　平成23年２月28日）

１．金融商品の状況に関する事項

(１)金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については、合理的な理由がある場合を除いて、原則として安全性の高い金融資産で余

資運用し、投機的な取引は行わない方針であります。また、運転資金及び設備投資資金の調達に関しては、

原則として自己資金で賄う方針であります。

(２)金融商品の内容及びそのリスク

①預金は普通預金であり、預入先の信用リスクに晒されておりますが、預入先は信用度の高い金融機関で

あります。

②営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

③差入保証金は、建物賃貸借契約に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。

④営業債務である未払金及び未払法人税等は、そのほとんどが１年以内に決済または納付期限が到来する

ものであります。

(３)金融商品に係るリスク管理体制

当社は、債権債務管理規程に従い債権管理担当者が常に取引先の信用状態を把握し、取引先ごとの支払

期日及び残高の管理を行うとともに、回収遅延債権については、個別に把握及び対応を行う体制としてお

ります。

(４)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用　

　することにより、当該価額が変動することがあります。

　

２．金融商品の時価等に関する事項

当事業年度末（平成23年２月28日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

の通りであります。

　 貸借対照表計上額

（千円）

時価

（千円）

差額

（千円）

 (1) 現金及び預金

 (2) 売掛金

貸倒引当金※

　

 (3) 差入保証金

946,539

189,728

△5,493

946,539

　

　

－

    

    

184,234

41,460

184,234

41,460

－

－

資産計 1,172,234 1,172,234 －

 (1)未払金

 (2)未払法人税等

41,341

76,462

41,341

76,462

－

－

負債計 117,804 117,804 －

※売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。　

（注）１．金融商品の時価の算定方法

資産

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。

(3) 差入保証金

返還時期を見積もった上で、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標により割り引

いて算出する方法によっております。なお、短期間で決済されるものについては、時価は帳簿価額に

ほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

負債

(1) 未払金、(2) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。
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（注）２．時価を評価することが極めて困難と認められる金融商品

区分 貸借対照表計上額（千円）

差入保証金 61,444

※上記については、償還予定が合理的に見積もれず、時価を把握するのが極めて困難と認められ

るため、「資産（３）差入保証金」には含めておりません。

（注）３．金銭債権の決算日後の償還予定額

　 １年以内

（千円）

１年超

５年以内

（千円）

５年超

10年以内

（千円）

10年超

（千円）

現金及び預金 946,539－ － －

売掛金 189,728－ － －

差入保証金 41,460－ － －

合計 1,177,728－ － －

　
  （追加情報）

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　20年３月10日）及び「金融商品の時価の

開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日）を適用しております。　

　

（有価証券関係）

前事業年度（平成22年２月28日）

当社は、有価証券を所有しておりませんので、該当事項はありません。

当事業年度（平成23年２月28日）

当社は、有価証券を所有しておりませんので、該当事項はありません。

　

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自 平成21年３月１日　至 平成22年２月28日）

当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

当事業年度（自 平成22年３月１日　至 平成23年２月28日）

当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

　

（退職給付関係）

前事業年度（自 平成21年３月１日　至 平成22年２月28日）

当社は、退職金制度を採用していないため、該当事項はありません。

当事業年度（自 平成22年３月１日　至 平成23年２月28日）

当社は、退職金制度を採用していないため、該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自　平成21年３月１日　至　平成22年２月28日）

１．当事業年度における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費　　4,087千円

　

２．権利不行使による失効により利益として計上した金額

新株予約権戻入益　　　　2,628千円

　

３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容　

 
平成17年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション
平成19年 

 ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社取締役　　　　　１名

当社従業員　　　　　29名

当社取締役　　　　　２名

当社従業員　　　　　32名

当社取締役　　　　　２名

当社従業員　　　　　15名

ストック・オプション数

（注）１
普通株式 　　　　　174株 普通株式　　　　　 112株 普通株式　　　　　　64株

付与日 平成17年５月30日 平成18年５月29日  平成19年６月15日

権利確定条件 （注）２  （注）２  （注）３

対象勤務期間
自　平成17年５月30日

至　平成21年５月29日

自　平成18年５月29日

至　平成22年５月28日

自　平成19年６月15日

至　平成21年６月14日 

権利行使期間
自　平成21年５月30日

至　平成26年５月29日 

自　平成22年５月29日

至　平成27年５月28日

自　平成21年６月15日

至　平成22年６月14日 

 
平成20年

ストック・オプション
　

付与対象者の区分及び数 当社取締役　　　　　３名 　

ストック・オプション数

（注）１
普通株式 　　　　 　50株 　

付与日 平成20年７月１日 　

権利確定条件 （注）３ 　

対象勤務期間
自　平成20年７月１日

至　平成22年６月30日
　

権利行使期間
自　平成22年７月１日

至　平成23年６月30日 
　

（注）１．平成18年７月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行ったことに伴い平成17年ストック・オプション数

及び平成18年ストック・オプション数は分割後の数値によっております。

　　　２．(1)新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社、当社の連結子

会社、当社の親会社又は当社の親会社の連結子会社の取締役、監査役、執行役又は従業員の地位を保有してい

る場合に限ります。

  (2)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができません。

　(3)新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要します。

  (4)その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予

約権割当契約」に定めるところによります。 

　　　３．(1)新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要します。但し、特

別な理由のある場合はこの限りではありません。

  (2)本新株予約権の一部行使を行うことはできません。

  (3)新株予約権者が法令または当社の諸規則に違反した場合は、新株予約権者は本新株予約権を行使すること

ができません。

  (4)新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、本新株予約権を行使することができません。
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  (5)その他の行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新

株予約権割当に関する契約に定めるところによります。

　

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

①ストック・オプションの数

  
平成17年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション
平成19年

ストック・オプション
平成20年

ストック・オプション

権利確定前 （株） 　 　 　 　

前事業年度末  58 36 46 50

付与  － － － －

分割  － － － －

失効  － 4 1 －

権利確定  58 － 45 －

未確定残  － 32 － 50

権利確定後 （株） 　 　 　 　

前事業年度末  － － － －

権利確定  58 － 45 －

権利行使  6 － － －

失効  － － 12 －

未行使残  52 － 33 －

②　単価情報

  
平成17年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション
平成19年 

 ストック・オプション

権利行使価格（注） （円） 13,500 24,000 361,566

行使時平均株価 （円） 91,933 － －

公正な評価単価 （付与日） （円） － － 219,043

  
平成20年

ストック・オプション
　

権利行使価格（注） （円） 198,048 　

行使時平均株価 （円） － 　

公正な評価単価 （付与日） （円） 107,792 　

（注）平成18年７月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行ったことに伴い平成17年ストック・オプション及び平

成18年ストック・オプションの権利行使価格は分割後の数値によっております。

　

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。 

　

５．事業年度末日におけるストック・オプションの本源的価値の合計額　　　　　　　　　　　1,920千円
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当事業年度（自　平成22年３月１日　至　平成23年２月28日）

１．当事業年度における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費　　　898千円

　

２．権利不行使による失効により利益として計上した金額

新株予約権戻入益　　　　7,228千円

　

３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容　

 
平成17年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション
平成19年 

 ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社取締役　　　　　１名

当社従業員　　　　　29名

当社取締役　　　　　２名

当社従業員　　　　　32名

当社取締役　　　　　２名

当社従業員　　　　　15名

ストック・オプション数

（注）１
普通株式 　　　　　174株 普通株式　　　　　 112株 普通株式　　　　　　64株

付与日 平成17年５月30日 平成18年５月29日  平成19年６月15日

権利確定条件 （注）２  （注）２  （注）３

対象勤務期間
自　平成17年５月30日

至　平成21年５月29日

自　平成18年５月29日

至　平成22年５月28日

自　平成19年６月15日

至　平成21年６月14日 

権利行使期間
自　平成21年５月30日

至　平成26年５月29日 

自　平成22年５月29日

至　平成27年５月28日

自　平成21年６月15日

至　平成22年６月14日 

 
平成20年

ストック・オプション
　

付与対象者の区分及び数 当社取締役　　　　　３名 　

ストック・オプション数

（注）１
普通株式 　　　　 　50株 　

付与日 平成20年７月１日 　

権利確定条件 （注）３ 　

対象勤務期間
自　平成20年７月１日

至　平成22年６月30日
　

権利行使期間
自　平成22年７月１日

至　平成23年６月30日 
　

（注）１．平成18年７月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行ったことに伴い平成17年ストック・オプション数

及び平成18年ストック・オプション数は分割後の数値によっております。

　　　２．(1)新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社、当社の連結子

会社、当社の親会社又は当社の親会社の連結子会社の取締役、監査役、執行役又は従業員の地位を保有してい

る場合に限ります。

  (2)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができません。

　(3)新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要します。

  (4)その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予

約権割当契約」に定めるところによります。 

　　　３．(1)新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要します。但し、特

別な理由のある場合はこの限りではありません。

  (2)本新株予約権の一部行使を行うことはできません。

  (3)新株予約権者が法令または当社の諸規則に違反した場合は、新株予約権者は本新株予約権を行使すること

ができません。

  (4)新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、本新株予約権を行使することができません。
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  (5)その他の行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新

株予約権割当に関する契約に定めるところによります。

　

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

①ストック・オプションの数

  
平成17年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション
平成19年

ストック・オプション
平成20年

ストック・オプション

権利確定前 （株） 　 　 　 　

前事業年度末  － 32 － 50

付与  － － － －

分割  － － － －

失効  － 2 － －

権利確定  － 30 － 50

未確定残  － － － －

権利確定後 （株） 　 　 　 　

前事業年度末  52 － 33 －

権利確定  － 30 － 50

権利行使  － － － －

失効  10 － 33 －

未行使残  42 30 － 50

②　単価情報

  
平成17年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション
平成19年 

 ストック・オプション

権利行使価格（注） （円） 13,500 24,000 361,566

行使時平均株価 （円） － － －

公正な評価単価 （付与日） （円） － － 219,043

  
平成20年

ストック・オプション
　

権利行使価格（注） （円） 198,048 　

行使時平均株価 （円） － 　

公正な評価単価 （付与日） （円） 107,792 　

（注）平成18年７月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行ったことに伴い平成17年ストック・オプション及び平

成18年ストック・オプションの権利行使価格は分割後の数値によっております。

　

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。 

　

５．事業年度末日におけるストック・オプションの本源的価値の合計額　　　　　　　　　　　3,300千円
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成21年３月１日
至　平成22年２月28日）

当事業年度
（自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日）

１.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産） （繰延税金資産）

未払事業税否認 4,499千円

未払事業所税否認 827千円

未払社会保険料否認 2,345千円

貸倒引当金繰入超過額 1,403千円

減価償却費超過額 3,553千円

繰延税金資産計 12,630千円

未払事業税否認 6,090千円

未払事業所税否認 862千円

未払社会保険料否認 3,030千円

貸倒引当金繰入超過額 2,504千円

減価償却費超過額 2,598千円

賞与引当金否認 22,130千円

本社移転費用引当金否認 10,291千円

臨時償却費否認 14,310千円

繰延税金資産計 61,819千円

（繰延税金負債） （繰延税金負債）

プログラム等準備金 △7,261千円

繰延税金負債計 △7,261千円

繰延税金資産（負債）の純額 5,368千円

プログラム等準備金 △2,940千円

繰延税金負債計 △2,940千円

繰延税金資産（負債）の純額 58,878千円

２.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め、注記を省略しております。

２.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

同左

（持分法損益等）

前事業年度（自 平成21年３月１日　至 平成22年２月28日）

当社は、関連会社を有していないため、該当事項はありません。

当事業年度（自 平成22年３月１日　至 平成23年２月28日）

当社は、関連会社を有していないため、該当事項はありません。
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（企業結合等関係）

前事業年度
（自　平成21年３月１日
至　平成22年２月28日）

当事業年度
（自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日）

　平成21年12月14日開催の取締役会において、株式会社ハイ

デザインズの一部事業であるCMS・EC事業を譲受けることを

決議し、同日付で事業譲渡契約を締結いたしました。また、事

業譲渡契約に基づき、平成22年１月１日に事業を譲受けてお

ります。

１．事業譲受の目的

当社がさらにシェアを拡大し、アカウント及び収益の拡

大を図るために、アパレル分野に特化したEC構築プラット

フォームの販売・運営ノウハウ、ソフトウェア、実績を持

つ株式会社ハイデザインズから当事業を譲受けることを

決定いたしました。

　

２．譲受ける相手会社の名称等

名  称：株式会社ハイデザインズ

所在地：東京都世田谷区三軒茶屋２丁目36番１号

代表者：代表取締役 村上 英夫

資本金：5,000千円

　

３．譲受ける事業の内容

 譲受けるCMS・EC事業「Douce」は、ECショップやブラン

ドサイトの構築・運営のための、アパレル分野に特化した

プラットフォームを提供する事業です。

　

４．譲受時期

　  平成22年１月１日

　

５．財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間

　  平成22年１月１日から平成22年２月28日　

　

６．譲受け価額及び決済方法

 譲受け価額は13,000千円であり、決済方法は現金であり

ます。

　

７．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期

間

(1）のれんの金額  13,000千円

(2）発生原因

今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力

から発生したものであります。　

(3)償却方法及び償却期間

のれんについては５年間の定額法によっております。

　

８．事業譲受日に受け入れた資産の価格

固定資産（のれん）　　　　　　13,000千円

　

９．事業譲受が事業年度開始の日に完了したと仮定した場

合の当事業年度の損益計算書に及ぼす影響の概算額

    金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。　

―――――――――
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【関連当事者情報】

前事業年度（自 平成21年３月１日　至 平成22年２月28日）

該当事項はありません。

　

　　 （追加情報）

当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員会  企業会計基準第11号）及び「関

連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会  企業会計基準第13号）を適用しております。

これにより、前事業年度において開示対象であった取引については、重要性の判断基準により開示対象外となって

おります。

　

当事業年度（自 平成22年３月１日　至 平成23年２月28日）

該当事項はありません。

　

（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成21年３月１日
至　平成22年２月28日）

当事業年度
（自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日）

１株当たり純資産額 63,166.10円

１株当たり当期純利益金額 8,963.67円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 8,930.93円

１株当たり純資産額 70,098.43円

１株当たり当期純利益金額 6,932.33円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 6,907.43円

 
　（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度末

(平成22年２月28日)
当事業年度末

(平成23年２月28日)

純資産の部の合計額（千円） 1,045,748 1,152,900

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
11,719 5,389

（うち新株予約権）   (11,719)   (5,389)

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 1,034,029 1,147,511

１株当たりの純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（株）
16,370 16,370

 
  （注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。
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前事業年度

（自　平成21年３月１日
 至　平成22年２月28日）

当事業年度
（自　平成22年３月１日
 至　平成23年２月28日）

１株当たり当期純利益 　 　

　当期純利益　　　　　　　（千円） 146,708 113,482

　普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

　普通株式に係る当期純利益（千円） 146,708 113,482

　期中平均株式数　　　　　（株） 16,367 16,370

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 　 　

 　当期純利益調整額　　　（千円）     ― ―

 　普通株式増加数　　　　（株）  60  59

　（うち新株予約権）                        (60)                        (59)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

（新株予約権）

株主総会決議

平成19年５月30日

（新株予約権　33個）

株主総会決議

平成20年５月29日

（新株予約権　50個）

（新株予約権）

株主総会決議

平成20年５月29日

（新株予約権　50個）

　

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成21年３月１日
至　平成22年２月28日）

当事業年度
（自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日）

  ――――――――― 　平成23年２月14日開催の取締役会の決議に基づき同日付で事業譲渡

契約を締結し、平成23年３月１日をもって、株式会社Grasの一部事業で

あるアパレルウェブソリューション事業を譲受けました。 

１．事業譲受の目的

　株式会社Grasは、アパレルEC運営アウトソースサービス実績、ア

パレルEC商品販売実績・ノウハウ、企画・クリエイティブ力を

もっており、当社が強みとする開発力、インフラ管理能力、「スパ

イラルEC（R）」の販売・運営力等との相乗効果が見込めること

から当事業を譲受けることを決定いたしました。

２．譲受ける相手会社の名称等

名  称：株式会社Gras

所在地：東京都世田谷区三軒茶屋二丁目36番1号

代表者：代表取締役 西田 竜司

資本金：10,000千円

３．譲受ける事業の内容

アパレルウェブソリューション事業

４．譲受価額及び決済方法

　譲受価額は22,000千円であり、決済方法は現金であります。　

５．発生したのれんまたは負ののれんの金額、発生原因、償却方法及び

償却期間

(1)のれんの金額

譲受価額　22,000千円

(2)発生原因

今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から

発生したものであります。

(3)償却方法及び償却期間

のれんについては、５年間の定額法によっております。

６．事業譲受日に譲り受けた資産の価格

固定資産（のれん）　　　　　　22,000千円　
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⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

　該当事項はありません。

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末残
高（千円）

有形固定資産                             

建物 56,920 5,363 － 62,283 57,931 39,686 4,351

工具、器具及び備品 44,786 15,209 － 59,995 45,837 12,456 14,158

有形固定資産計 101,706 20,573 － 122,279103,768 52,142 18,510

無形固定資産                             

のれん 13,000　 －　 －　 13,000　 3,033　 2,600　 9,966　

商標権 1,739 819 － 2,558 908 214 1,649

ソフトウエア 26,521 29,560 － 56,082 15,455 7,709 40,626

ソフトウエア仮勘定　 11,202　 37,221　 32,442　 15,982　 －　 －　 15,982　

無形固定資産計 52,464 67,601 32,442 87,623 19,398 10,524 68,225

　（注）１．当期増加額のうち、主な内容は次のとおりであります。

建物　　　　　　　　オフィス改装工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,363千円

工具、器具及び備品　提供用サーバー等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　11,868千円

ソフトウエア　　　　サービス提供用ソフトウェアのバージョンアップ　　　　　　　29,560千円

　      　　ソフトウエア仮勘定　開発中のサービス提供用ソフトウェア　　　　　　　　　　　　33,491千円

　　　　２．当期減少額のうち、主な内容は次のとおりであります。

　　　　　　ソフトウエア仮勘定　ソフトウエア勘定への振替　　　　　　　　　　　　　　  　　29,155千円

　　　　

【社債明細表】

　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

　該当事項はありません。

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 4,178 4,804 78 2,086 6,818

賞与引当金 － 54,387 － － 54,387

本社移転費用引当金 － 25,293 － － 25,293

　（注）　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替による戻し入れであります。
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(2)【主な資産及び負債の内容】

①現金及び預金

区分 金額（千円）

現金                                             86

預金 946,453

普通預金 946,453

合計 946,539

②売掛金　　

(ⅰ)相手先別内訳

相手先 金額（千円）

株式会社ジェーシービー 7,680

トランス・コスモス株式会社 4,052

株式会社グラフィス 3,642

株式会社Gras 2,090

株式会社エヌ・ユー・エス 1,843

その他 170,417

合計 189,728

(ⅱ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

次期繰越高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

─────
(A) ＋ (B)

× 100

(A) ＋ (D)
─────
２

──────
(B)

─────
365

167,326 1,414,8731,392,471 189,728 88.0 46.1

（注）　当期発生高には消費税等が含まれております。

　

③仕掛品

品目 金額（千円）

スパイラルの導入作業 666

合計 666

④差入保証金

品目 金額（千円）

事務所差入保証金 102,894

その他 10

合計 102,904
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⑤未払法人税等

区分 金額（千円）

未払法人税 50,560

未払住民税 10,933

未払事業税 14,968

　合計 76,462

(3)【その他】

　　　　当事業年度における四半期情報　

　　

第１四半期

自 平成22年３月１日

至 平成22年５月31日　

第２四半期

自 平成22年６月１日

至 平成22年８月31日　

第３四半期

自 平成22年９月１日

至 平成22年11月30日　

　　

第４四半期

自 平成22年12月１日

至 平成23年２月28日　

　売上高（千円） 314,780 326,936 331,350 354,712

　税引前四半期純利益金額

（千円）
53,843 67,719 64,870 2,382

　四半期純利益金額

（千円）　
31,455 42,703 38,206 1,117

　１株当たり四半期純利益金

額（円）
1,921.54 2,608.62 2,333.93 68.24
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ３月１日から２月末日まで

定時株主総会 ５月中

基準日 ２月末日

剰余金の配当の基準日 ２月末日、８月末日

１単元の株式数 ―――

単元未満株式の買取り  

取扱場所 ―――

株主名簿管理人 ―――

取次所　 ―――

買取手数料 ―――

公告掲載方法

電子公告の方法により行います。

ただし、事故その他やむを得ない事由によって、電子公告の方法による

ことができない場合には、日本経済新聞に掲載して行います。

なお、電子公告は当社ホームページに記載しており、そのアドレスは以

下のとおりであります。

http://www.pi-pe.co.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

親会社等はありません。

　

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第10期）（自　平成21年３月１日　　至　平成22年２月28日）

平成22年５月31日関東財務局長に提出。

(2) 内部統制報告書及びその添付書類　

事業年度（第10期）（自　平成21年３月１日　　至　平成22年２月28日）

平成22年５月31日関東財務局長に提出。

(3）四半期報告書及び確認書

第11期第１四半期　（自　平成22年３月１日　　至　平成22年５月31日）

平成22年７月14日関東財務局長に提出。

(4）四半期報告書及び確認書

第11期第２四半期　（自　平成22年６月１日　　至　平成22年８月31日）

平成22年10月14日関東財務局長に提出。

(5）四半期報告書及び確認書

第11期第３四半期　（自　平成22年９月１日　　至　平成22年11月30日）

平成23年１月14日関東財務局長に提出。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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　 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 　

 平成22年５月28日

株式会社パイプドビッツ  

 取締役会　御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 渡　邉　宣　昭　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 杉　山　正　樹　　印

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社パイプドビッツの平成21年3月1日から平成22年2月28日までの第10期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社パイ

プドビッツの平成22年2月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社パイプドビッツの平成22

年2月28日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を

作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監

査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評

価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、株式会社パイプドビッツが平成22年2月28日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務

報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。　

以　上

　（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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　 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 　

 平成23年５月30日

株式会社パイプドビッツ  

 取締役会　御中  

 有限責任 あずさ監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 渡　邉　宣　昭　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 伊　藤　俊　哉　　印

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士 杉　山　正　樹　　印

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社パイプドビッツの平成22年３月１日から平成23年２月28日までの第11期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行

われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務

諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断し

ている。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社パ

イプドビッツの平成23年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社パイプドビッツの平成

23年２月28日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告

書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうか

の合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、

評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含ん

でいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、株式会社パイプドビッツが平成23年２月28日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上

記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財

務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　以　上

　（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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